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令和４年９月９日
第　　  331 　　号

○公共測量の終了　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………７

○公共測量の実施　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………７

○公共測量の実施　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………８

○福岡県農業振興地域整備基本方針の変更　　　　　（水田農業振興課）……………８

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　（都市計画課）……………25

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　（都市計画課）……………25

　　　　監 査 委 員

○令和３年度財政的援助団体等監査の結果に基づく措置通知の公表文

　について　　　　　　　　　　　　　　　　（監査委員事務局総務課）……………25

　　　　公安委員会

○教習指導員審査の実施　　　　　　　　　（警察本部運転免許試験課）……………27

　　　　再　　　掲

○令和４年度福岡県職員採用選考試験（後期）の実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人事委員会事務局任用課）……………28

　福岡県告示第825号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施業

要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　指定施業要件変更予定森林の所在場所

　　糸島市（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

告　　　示

目　　　次
　　　　告　　　示（第825号−第827号）

○保安林指定施業要件の変更予定森林の所在場所等　（農山漁村振興課）……………１

○保安林指定施業要件の変更予定森林の所在場所等　（農山漁村振興課）……………２

○保安林指定施業要件の変更予定森林の所在場所等　（農山漁村振興課）……………２

　　　　公　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………３

○土地改良区の役員の就任及び退任　　　　　　　　（農村森林整備課）……………４

○令和４年度福岡県技能検定の実施職種の変更　　　（職業能力開発課）……………４

○落札者等の公示　　　　　　　　　　　　　　　　（総務事務厚生課）……………５

○特定危険薬物の指定の失効　　　　　　　　　　　　　（薬　務　課）……………５

○事業計画の変更に係る都市計画事業の施行　　　　　　（公園街路課）……………６

○公共測量の実施　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………６

○公共測量の実施　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………７

○公共測量の実施　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………７

○公共測量の実施　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備総務課）……………７
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　福岡県告示第827号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施業

要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　指定施業要件変更予定森林の所在場所

　　糸島市（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び糸島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

公　　　告

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び糸島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第826号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施業

要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　指定施業要件変更予定森林の所在場所

　　糸島市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、糸島市（次の図に示す部分に限る

。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び糸島市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

令和４年８月22日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

変更前 変更後

メガセンタートライアル上三緒店
飯塚市大字上三緒字神田１−７外

スーパーセンタートライアル上三緒店
飯塚市大字上三緒字神田１−７外

３　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名

変更前 変更後

株式会社トライアルカンパニー
代表取締役　楢木野　仁司
福岡市東区多の津一丁目12番２号

株式会社トライアルカンパニー
代表取締役　石橋　亮太
福岡市東区多の津一丁目12番２号

４　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

変更前 変更後

株式会社トライアルカンパニー
代表取締役　楢木野　仁司
福岡市東区多の津一丁目12番２号

株式会社トライアルカンパニー
代表取締役　石橋　亮太
福岡市東区多の津一丁目12番２号

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定に基づき、同法附

則第５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があっ

たので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり

公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び飯塚中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和４年９月９日

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　サニー那珂川店

　⑵　所在地　那珂川市片縄三丁目113番外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　特になし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　サニー宝町店

　⑵　所在地　春日市伯玄町二丁目18番外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　届出に対して、特段の意見はありません。

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法附

則第５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があっ

たので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり

公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び飯塚中小企業振興事務所において縦覧に供する。
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原中　　賢 嘉穂郡桂川町大字吉隈297番地

原中　恒美 嘉穂郡桂川町大字吉隈384番地１

原中　輝司 嘉穂郡桂川町大字吉隈370番地

原中　修一郎 嘉穂郡桂川町大字吉隈366番地１

２　退任監事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

原中　直人 嘉穂郡桂川町大字吉隈323番地３

田中　　徹 嘉穂郡桂川町大字吉隈323番地

３　就任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

原中　敬信 嘉穂郡桂川町大字吉隈356番地

原中　　賢 嘉穂郡桂川町大字吉隈297番地

原中　輝司 嘉穂郡桂川町大字吉隈370番地

原中　直人 嘉穂郡桂川町大字吉隈323番地３

４　就任監事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

原中　　章 春日市紅葉ヶ丘東八丁目156番地２

田中　　徹 嘉穂郡桂川町大字吉隈323番地

　公告

　令和４年３月１日付けで告知した令和４年度技能検定（随時実施）の随時２級の実施

職種（作業）を令和４年９月９日付けで次のとおり変更する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　実施職種（作業）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

　　令和４年８月22日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　スーパーセンタートライアル上三緒店

　⑵　所在地　飯塚市大字上三緒字神田１−７外

３　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

変更前（平方メートル） 変更後（平方メートル）

9,918 4,617

４　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

変更前 変更後

駐車場の位置 収容台数（台） 駐車場の位置 収容台数（台）

第１駐車場（飯塚市大字上
三緒字神田１番78他３筆） 383 第１駐車場（飯塚市大字上

三緒字神田１番78他３筆） 133

第２駐車場（飯塚市大字上
三緒字神田１番66他１筆） 119 第２駐車場（飯塚市大字上

三緒字神田１番66他１筆） 119

合計 502 合計 252

　公告

　嘉穂郡桂川町吉隈土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良

法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により次のように公告する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　退任理事

氏　　　　名 住　　　　　　　　　所

原中　敬信 嘉穂郡桂川町大字吉隈356番地
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　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　契約に係る特定役務の名称

人事給与システムのメンテナンス業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

福岡県総務部総務事務厚生課

　⑵　所在地

福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

令和４年８月10日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

ＴＩＳ株式会社　九州支社

　⑵　住所

福岡市博多区博多駅東二丁目５番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

33,000,000円

６　契約の相手方を決定した手続

随意契約

７　随意契約を行った理由

政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲ及び⒞⒤に該当

　公告

　福岡県薬物の濫用防止に関する条例（平成26年福岡県条例第57号）第16条第１項の規

定により特定危険薬物の指定が次のとおり効力を失ったので、公告する。

　随時２級

変

更

前

さく井（ロータリー式さく井工事作業）、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業及び非鉄金属鋳物
鋳造作業）、機械加工（普通旋盤作業及びフライス盤作業）、金属プレス加工（金属
プレス作業）、鉄工（構造物鉄工作業）、建築板金（ダクト板金作業）、工場板金（
機械板金作業）、めっき（電気めっき作業）、仕上げ（金型仕上げ作業及び機械組立
仕上げ作業）、機械検査（機械検査作業）、電子機器組立て（電子機器組立て作業）
、冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）、婦人子供服製造（婦人子供
既製服縫製作業）、紳士服製造（紳士既製服製造作業）、寝具製作（寝具製作作業）
、布はく縫製（ワイシャツ製造作業）、家具製作（家具手加工作業）、建具製作（木
製建具手加工作業）、紙器・段ボール箱製造（段ボール箱製造作業）、製本（製本作
業）、プラスチック成形（射出成形作業）、強化プラスチック成形（手積み積層成形
作業）、パン製造（パン製造作業）、ハム・ソーセージ・ベーコン製造（ハム・ソー
セージ・ベーコン製造作業）、水産練り製品製造（かまぼこ製品製造作業）、建築大
工（大工工事作業）、とび（とび作業）、左官（左官作業）、タイル張り（タイル張
り作業）、配管（建築配管作業及びプラント配管作業）、型枠施工（型枠工事作業）
、鉄筋施工（鉄筋組立て作業）、コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業
）、防水施工（シーリング防水工事作業）、内装仕上げ施工（カーペット系床仕上げ
工事作業、鋼製下地工事作業及びボード仕上げ工事作業）、サッシ施工（ビル用サッ
シ施工作業）、熱絶縁施工（保温保冷工事作業）、表装（壁装作業）、塗装（建築塗
装作業、金属塗装作業、鋼橋塗装作業及び噴霧塗装作業）及び工業包装（工業包装作
業）

変

更

後

さく井（ロータリー式さく井工事作業）、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業及び非鉄金属鋳物
鋳造作業）、機械加工（普通旋盤作業、数値制御旋盤作業及びフライス盤作業）、金
属プレス加工（金属プレス作業）、鉄工（構造物鉄工作業）、建築板金（ダクト板金
作業）、工場板金（機械板金作業）、めっき（電気めっき作業）、仕上げ（金型仕上
げ作業及び機械組立仕上げ作業）、機械検査（機械検査作業）、電子機器組立て（電
子機器組立て作業）、冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）、婦人子
供服製造（婦人子供既製服縫製作業）、紳士服製造（紳士既製服製造作業）、寝具製
作（寝具製作作業）、布はく縫製（ワイシャツ製造作業）、家具製作（家具手加工作
業）、建具製作（木製建具手加工作業）、紙器・段ボール箱製造（段ボール箱製造作
業）、製本（製本作業）、プラスチック成形（射出成形作業）、強化プラスチック成
形（手積み積層成形作業）、パン製造（パン製造作業）、ハム・ソーセージ・ベーコ
ン製造（ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業）、水産練り製品製造（かまぼこ製品
製造作業）、建築大工（大工工事作業）、とび（とび作業）、左官（左官作業）、タ
イル張り（タイル張り作業）、配管（建築配管作業及びプラント配管作業）、型枠施
工（型枠工事作業）、鉄筋施工（鉄筋組立て作業）、コンクリート圧送施工（コンク
リート圧送工事作業）、防水施工（シーリング防水工事作業）、内装仕上げ施工（カ
ーペット系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業及びボード仕上げ工事作業）、サッ
シ施工（ビル用サッシ施工作業）、熱絶縁施工（保温保冷工事作業）、表装（壁装作
業）、塗装（建築塗装作業、金属塗装作業、鋼橋塗装作業及び噴霧塗装作業）及び工
業包装（工業包装作業）

　技能検定についての問合わせは、福岡県職業能力開発協会（郵便番号 813−0044　福岡

市東区千早五丁目３番１号　福岡人材開発センター２階　電話 092−671−1238番）又

は福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課（郵便番号 812−8577　福岡市博多区東公園７

番７号　電話 092−643−3603番）に対して行うこと。
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　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　都市計画事業の種類及び名称

福岡広域都市計画道路事業３・４・１−52号粕屋久山線

２　施行者の名称

　　福岡県

３　事務所の所在地

　　福岡県建築都市部公園街路課　福岡市博多区東公園７番７号

　　福岡県土整備事務所　福岡市東区箱崎一丁目18番１号

４　事業地の所在

　⑴　収用の部分

　　　平成25年九州地方整備局告示第175号及び令和２年九州地方整備局告示第56号の事

業地に馬渡を加える。

　⑵　使用の部分

変更なし

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定によ

り、株式会社ラ・アトレから次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同

法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　　公共測量（２，３，４級基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

実　　施　  地　　域 実　施　期　間

古賀市新原 令和４年８月８日から
令和６年７月31日まで

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　失効した特定危険薬物の名称

　⑴　化学名　１−（シクロブチルメチル）−Ｎ−（２−フェニルプロパン−２−イル

）−１Ｈ−インダゾール−３−カルボキサミド及びその塩類

　　　通　称　ＣＵＭＹＬ−ＣＢＭＩＮＡＣＡ

　⑵　化学名　［（２Ｓ，４Ｓ）−２，４−ジメチルアゼチジン−１−イル］［（８Ｒ

）−６−メチル−９，10−ジデヒドロエルゴリン−８−イル］メタノン

及びその塩類

　　　通　称　ＬＳＺ、ＬＡ−ＳＳ−Ａｚ

　⑶　化学名　１−（４−フルオロ−３−メチルフェニル）−２−（ピロリジン−１−

イル）ペンタン−１−オン及びその塩類

　　　通　称　４−ｆｌｕｏｒｏ−３−ｍｅｔｈｙｌ−α−ＰＶＰ、ＭＦＰＶＰ

２　失効の理由

　　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第15項

に規定する指定薬物及び同法第76条の４に規定する医療等の用途を定める省令の一部

を改正する省令（令和４年厚生労働省令第34号）の施行により、医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第２条第15

項に規定する大臣指定薬物に指定されるに至ったため。

３　失効年月日

令和４年９月９日

４　罰則の適用

　　この指定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による

。

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項において準用する同法第62条第１項

の規定による告示があったので、都市計画事業の施行について同法第66条の規定により

次のように公告する。
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おいて準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　　公共測量（空中写真撮影）

２　測量の実施地域及び期間

実　　施　  地　　域 実　施　期　間

福智町、川崎町、香春町、添田町、大任町、
赤村

令和４年８月29日から
令和５年３月24日まで

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定によ

り、筑紫野市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　　公共測量（出来形確認測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

実　　施  　地　　域 終　了　年　月　日

筑紫野市大字若江、大字筑紫の各一部 令和４年３月18日

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように実施するので

、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定によ

り、筑紫野市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　　公共測量（出来形確認測量）

２　測量の実施地域及び期間

実　　施　  地　　域 実　施　期　間

筑紫野市大字筑紫の一部 令和４年８月29日から
令和５年３月17日まで

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定によ

り、うきは市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　　公共測量（航空写真撮影、数値図化、写真地図）

２　測量の実施地域及び期間

実　　施　  地　　域 実　施　期　間

うきは市全域 令和４年６月６日から
令和５年３月28日まで

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定によ

り、福智町長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条に
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　　公共測量（３級基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

実　　施　  地　　域 実　施　期　間

飯塚市有安 令和４年８月３日から
令和４年10月11日まで

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように実施するので

、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　測量の種類

　　公共測量（航空レーザー測量）

２　測量の実施地域及び期間

実　　施　  地　　域 実　施　期　間

朝倉市、八女市 令和４年８月19日から
令和５年３月24日まで

　公告

　農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第５条第１項の規定に基づ

き、福岡県農業振興地域整備基本方針を変更したので、同条第３項において準用する同

法第４条第７項の規定により次のとおり公表する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　
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第第
１１

  
確確
保保
すす
べべ
きき
農農
用用
地地
等等
のの
面面
積積
のの
目目
標標
そそ
のの
他他
のの
農農
用用
地地
等等
のの
確確
保保
にに
関関
すす
るる
事事
項項
（（
法法

第第
４４
条条
第第
２２
項項
第第
１１
号号
））

 

 １１
  
確確
保保
すす
べべ
きき
農農
用用
地地
等等
のの
面面
積積
のの
目目
標標
そそ
のの
他他
のの
農農
用用
地地
等等
のの
確確
保保
のの
基基
本本
的的
なな
考考
ええ
方方
 

（（
１１
））
優優
良良
農農
用用
地地
のの
確確
保保
・・
保保
全全
のの
基基
本本
的的
なな
方方
針針
 

 
 
 
農
地
は
、
農
業
生
産
に
と
っ
て
最
も
基
礎
的
な
資
源
で
あ
り
、
食
料
の
安
定
供
給
や
将
来
に
向
け
て
持
続
的
か
つ

効
率
的
な
農
業
生
産
活
動
を
行
う
た
め
に
良
好
な
状
態
で
確
保
・
保
全
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
農

地
は
、
農
業
生
産
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
県
土
の
保
全
や
水
資
源
の
か
ん
養
、
生
態
系
の
保
全
、
良
好
な
景

観
の
形
成
な
ど
多
く
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
 

  
 
 
本
県
で
は
、
変
化
に
富
む
豊
か
な
自
然
条
件
や
大
量
消
費
地
を
県
内
に
有
す
る
と
い
う
有
利
な
市
場
条
件
を
背
景

と
し
て
、
米
・
麦
・
大
豆
、
野
菜
、
果
樹
、
花
き
な
ど
地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
多
種
多
様
な
農
業
生
産
が
行
わ
れ

て
い
る
。
 

 
 
 
一
方
、
本
県
は
、
北
九
州
市
及
び
福
岡
市
の
政
令
指
定
都
市
を
核
と
し
て
九
州
あ
る
い
は
西
日
本
に
お
け
る
経
済
・

文
化
の
拠
点
と
し
て
発
展
を
続
け
て
お
り
、
広
域
幹
線
道
路
や
鉄
道
等
交
通
体
系
の
整
備
に
伴
い
、
全
県
域
的
に
農

業
的
土
地
利
用
か
ら
都
市
的
土
地
利
用
へ
の
転
換
が
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
や
農
業
の
担
い

手
（
以
下
、
単
に
「
担
い
手
」
と
い
う
。
）
不
足
に
よ
る
荒
廃
農
地
の
発
生
等
に
伴
う
耕
地
面
積
の
減
少
も
進
ん
で

い
る
。
 

 
 
 
こ
の
よ
う
な
中
、
本
県
の
耕
地
面
積
は
、
平
成
２
６
年
の
８
４
，
９
０
０
ｈ
ａ
か
ら
令
和
元
年
に
は
８
０
，
３
０

０
ｈ
ａ
と
減
少
し
て
お
り
、
こ
の
傾
向
が
今
後
も
続
く
も
の
と
懸
念
さ
れ
る
。
 

  
 
 
こ
の
た
め
、
本
県
の
農
業
生
産
に
必
要
な
農
地
の
確
保
及
び
そ
の
有
効
利
用
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
農
地
と

し
て
利
用
す
べ
き
土
地
の
確
保
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
体
に
対
す
る
農
地
の
集
積
・
集
約
化
な
ど
農
地

の
効
率
的
な
利
用
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

  
 
 
特
に
、
集
団
的
に
存
在
す
る
農
地
や
農
業
生
産
基
盤
整
備
事
業
の
対
象
地
等
の
優
良
な
農
地
に
つ
い
て
は
、
農

業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
４
年
法
律
第
５
８
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
農
用

地
区
域
に
設
定
し
そ
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
農
地
を
良
好
な
状
態
で
維
持
・
保
全
し
、
有
効
利
用
を

図
る
必
要
が
あ
る
。
 

（（
２２
））
確確
保保
すす
べべ
きき
農農
用用
地地
等等
のの
面面
積積
のの
目目
標標
 

 
 
ア
 
確
保
す
べ
き
農
用
地
等
の
面
積
の
目
標
年
及
び
目
標
設
定
の
基
準
年
 

 
 
 
 
国
は
、
「
農
用
地
等
の
確
保
等
に
関
す
る
基
本
指
針
」
（
令
和
２
年
１
２
月
８
日
変
更
。
以
下
、
「
基
本
指
針
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
令
和
元
年
を
「
目
標
設
定
の
基
準
年
」
、
令
和
１
２
年
を
「
目
標
年
」
と
し
て
、
目
標

年
に
お
け
る
確
保
す
べ
き
農
用
地
等
の
面
積
に
つ
い
て
、
３
９
７
万

ha
と
す
る
目
標
を
掲
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 
 
こ
の
基
本
指
針
に
お
い
て
示
さ
れ
た
面
積
目
標
の
設
定
基
準
に
基
づ
き
、
本
県
に
お
け
る
確
保
す
べ
き
農
用
地

等
の
面
積
の
目
標
を
算
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
基
本
指
針
及
び
本
基
本
方
針
に
お
け
る
「
確
保
す
べ
き
農

用
地
等
の
面
積
」
と
は
、
農
用
地
区
域
内
の
農
地
面
積
か
ら
荒
廃
農
地
の
面
積
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
 

 
 
イ
 
目
標
設
定
の
基
準
年
の
農
用
地
区
域
内
の
農
地
面
積
 

 
 
 
 
本
県
の
令
和
元
年
に
お
け
る
農
用
地
区
域
内
農
地
面
積
は
、
６
９
．
８
千

ha
で
あ
る
。
 

 
 
ウ
 
面
積
目
標
の
算
定

 

 
 
（
ア
）
令
和

12
年
の
農
用
地
区
域
内
の
農
地
面
積
の
す
う
勢

 ▲
２
．
０
千

ha
（
①
－
②
）

 
①

 令
和
元
年
（
基
準
年
）
の
農
用
地
区
域
内
の
農
地
面
積

 ６
９
．
８
千

ha
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②
 こ
れ
ま
で
の
す
う
勢
（
※
）
が
今
後
も
継
続
し
た
場
合
に
お
け
る
令
和

12
年
時
点
の
農
用
地
区
域
内
の

農
地
面
積

 ６
７
．
８
千

ha
 

（
※
）
平
成

27
年
か
ら
令
和
元
年
ま
で
の
す
う
勢

 
・
農
地
以
外
の
用
途
に
供
す
る
た
め
の
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外

 
・
今
後
も
継
続
し
た
場
合
に
発
生
が
見
込
ま
れ
る
荒
廃
農
地

 
（
イ
）
農
用
地
区
域
へ
の
編
入
促
進

 ０
．
３
千

ha
 

  
 
 

 農
業
の
生
産
条
件
の
不
利
を
補
正
す
る
た
め
の
中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
支
援
、
地
域
・
集
落
に
お
け
る
農

地
保
全
に
関
す
る
共
同
活
動
へ
の
支
援
及
び
農
業
生
産
基
盤
整
備
事
業
等
の
施
策
の
推
進
に
よ
る
農
用
地
区

域
へ
の
編
入

 
（
ウ
）
荒
廃
農
地
の
発
生
防
止

 ０
．
２
千

ha
 

農
用
地
区
域
内
農
地
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
施
策
の
拡
充
等
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
す
う
勢
が
今
後
も
継
続

し
た
場
合
に
お
け
る
令
和

12
年
ま
で
の
荒
廃
農
地
の
発
生
を
防
止

 
・
農
地
中
間
管
理
機
構
を
通
じ
た
担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
の
加
速
化

 
・
農
業
生
産
基
盤
整
備
事
業
等
に
よ
る
良
好
な
営
農
条
件
の
確
保

 
・
そ
の
他
の
農
業
振
興
施
策

 
（
エ
）
荒
廃
農
地
の
解
消

 １
．
２
千

ha
 

荒
廃
農
地
の
発
生
・
解
消
状
況
に
関
す
る
調
査
の
結
果
、
抜
根
、
整
地
、
区
画
整
理
、
客
土
等
に
よ
り
、
通

常
の
農
作
業
に
よ
る
耕
作
が
可
能
と
な
る
と
見
込
ま
れ
る
と
さ
れ
た
農
用
地
区
域
内
の
荒
廃
農
地
に
つ
い
て

は
、
多
面
的
機
能
支
払
制
度
及
び
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
に
よ
る
共
同
活
動
へ
の
支
援
、
農
地
中
間
管

理
機
構
を
通
じ
た
担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
の
加
速
化
、
農
業
生
産
基
盤
整
備
の
効
果
的
な
活
用
そ

の
他
の
関
連
施
策
に
よ
り
解
消

 
（
オ
）
そ
の
他
県
に
お
い
て
独
自
に
考
慮
す
べ
き
事
由

 ▲
１
．
０
千

ha
 

①
 県
独
自
の
農
地
保
全
施
策
等
の
推
進
に
よ
る
農
用
地
区
域
へ
の
編
入
の
促
進
及
び
荒
廃
農
地
の
発
生
の

防
止
等

 
②

 定
期
見
直
し
等
に
よ
り
、
自
然
的
条
件
が
不
利
な
農
地
等
農
用
地
区
域
の
設
定
要
件
を
満
た
さ
な
い
と

判
断
さ
れ
る
農
地
の
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外

 
③

 都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
等
の
土
地
利
用
計
画
に
基
づ
く
開
発
予
定
に
よ
る
農
用
地
区
域
か
ら
の
除

外
等

 
 
 
エ
 
面
積
目
標
の
設
定
 

 
 
 
 
令
和
１
２
年
に
お
い
て
確
保
す
べ
き
農
用
地
区
域
内
の
農
地
面
積
の
目
標
は
、
上
記
イ
の
面
積
に
（
ア
）
～
（
オ
）

の
面
積
を
加
味
し
て
、
６
８
．
５
千
ｈ
ａ
と
す
る
。
 

 
 

 
 

 

２ ２
  
諸諸
施施
策策
をを
通通
じじ
たた
農農
用用
地地
等等
のの
確確
保保
のの
たた
めめ
のの
取取
組組
のの
推推
進進
 

  
  
農
用
地
等
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
現
況
農
用
地
を
中
心
と
し
て
次
の
と
お
り
推
進
す
る
。
 

（（
１１
））
農農
業業
振振
興興
地地
域域
制制
度度
等等
のの
適適
切切
なな
運運
用用
 

  
  

  
農
用
地
等
に
つ
い
て
は
、
農
業
振
興
地
域
制
度
や
農
地
転
用
許
可
制
度
の
適
切
な
運
用
に
よ
り
非
農
業
的
土
地
利

用
と
の
調
整
を
図
り
な
が
ら
そ
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
５
５
年
法
律
第

６
５
号
）
等
の
活
用
に
よ
り
、
認
定
農
業
者
等
の
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
体
が
農
業
生
産
の
相
当
部
分
を

担
う
農
業
構
造
の
確
立
に
向
け
て
、
優
良
な
農
用
地
の
確
保
に
努
め
る
。
 

 
 
 
特
に
、
法
第
１
０
条
第
３
項
各
号
の
農
用
地
区
域
の
設
定
基
準
を
満
た
す
集
団
的
農
地
や
農
業
生
産
基
盤
整
備
事
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業
の
対
象
農
地
等
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
農
業
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
積
極
的
な
農
用
地
区
域
へ
の

編
入
や
除
外
抑
制
等
の
取
組
を
通
じ
て
確
保
を
図
る
。

 
（（
２２
））
農農
地地
のの
保保
全全
・・
有有
効効
利利
用用
 

 
 
 
多
面
的
機
能
支
払
制
度
及
び
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
に
よ
る
共
同
活
動
へ
の
支
援
、
実
質
化
さ
れ
た
人
・

農
地
プ
ラ
ン
の
取
組
を
通
じ
た
地
域
・
集
落
に
お
け
る
今
後
の
農
地
利
用
に
関
す
る
話
合
い
の
促
進
、
農
地
中
間
管

理
機
構
を
通
じ
た
担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
の
加
速
化
等
に
よ
り
、
荒
廃
農
地
の
発
生
防
止
・
解
消
・
有

効
利
用
に
努
め
る
。
 

（（
３３
））
農農
業業
生生
産産
基基
盤盤
のの
整整
備備

 

  
  

  
農
地
中
間
管
理
機
構
等
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
農
地
の
大
区
画
化
、
水
田
の
汎
用
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
自

動
走
行
農
機
、
I
CT
水
管
理
等
の
営
農
の
省
力
化
に
資
す
る
技
術
の
活
用
を
可
能
に
す
る
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
を

展
開
す
る
ほ
か
、
農
業
水
利
施
設
を
長
寿
命
化
し
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
を
低
減
す
る
戦
略
的
な
保
全
管
理
を

推
進
す
る
等
、
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
・
保
全
管
理
を
通
じ
、
良
好
な
営
農
条
件
を
備
え
た
農
地
の
確
保
を
推
進
す

る
。
 

  
  

  
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
現
状
が
農
用
地
区
域
以
外
の
土
地
に
つ
い
て
も
一
体
的
に
整
備
を
行
う

こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
を
積
極
的
に
農
用
地
区
域
に
編
入
す
る
。
 

（（
４４
））
非非
農農
業業
的的
土土
地地
需需
要要
へへ
のの
対対
応応
 

 
 
 
非
農
業
的
土
地
需
要
に
対
応
す
る
た
め
の
農
地
転
用
を
伴
う
農
用
地
区
域
か
ら
の
農
地
の
除
外
に
つ
い
て
は
、
法

第
１
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
農
用
地
区
域
の
変
更
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
な
ど
に
よ
り
、
制
度
の
適
切
か
つ
厳

格
な
運
用
を
図
る
と
と
も
に
、
都
市
計
画
等
他
の
土
地
利
用
と
の
調
整
を
図
り
、
計
画
的
な
土
地
利
用
の
確
保
に
努

め
る
。
特
に
、
農
業
生
産
基
盤
整
備
事
業
が
実
施
さ
れ
た
農
地
は
、
そ
の
投
資
効
果
の
確
保
の
観
点
か
ら
将
来
に
わ

た
っ
て
優
良
農
地
と
し
て
確
保
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
十
分
留
意
す
る
。
 

  
  

  
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
が
農
用
地
区
域
内
に
あ
る
土
地
を
公
用
施
設
又
は
公
共
用
施
設
の
用
に
供
す
る
た
め
、

農
用
地
利
用
計
画
の
変
更
が
必
要
と
な
る
場
合
に
は
、
法
第
１
６
条
に
規
定
す
る
農
用
地
利
用
計
画
の
尊
重
と
農

用
地
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の
農
業
上
の
利
用
の
確
保
に
つ
い
て
の
地
方
公
共
団
体
の
責
務
に
鑑
み
、
法
第
１
３

条
第
２
項
に
規
定
す
る
農
用
地
区
域
の
変
更
の
要
件
を
満
た
す
よ
う
努
め
る
。
 

  
  

  
な
お
、
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
計
画
的
な
実
施
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
変
更
は
、

原
則
と
し
て
、
法
第
１
２
条
の
２
の
規
定
に
基
づ
き
お
お
む
ね
５
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
る
基
礎
調
査
の
結
果
等
に
基

づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

 
（（
５５
））
農農
用用
地地
等等
のの
面面
積積
やや
土土
地地
利利
用用
にに
関関
すす
るる
現現
況況
のの
適適
切切
なな
把把
握握
  

 
 

 
法
第
１
２
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
基
礎
調
査
の
実
施
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
農
用
地
利
用
計
画
に
係
る
平
面

図
の
作
成
に
デ
ジ
タ
ル
地
図
を
用
い
る
等
デ
ジ
タ
ル
化
の
積
極
的
な
推
進
等
に
よ
り
、
農
用
地
等
の
面
積
や
土
地

利
用
に
関
す
る
現
況
を
適
切
に
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（（
６６
））
農農
業業
振振
興興
地地
域域
整整
備備
計計
画画
のの
策策
定定
・・
変変
更更
手手
続続
 

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
策
定
・
変
更
に
当
た
っ
て
は
、
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
案
を
策
定
・
変
更
す
る
理

由
を
付
し
て
縦
覧
し
、
市
町
村
の
住
民
に
対
し
て
意
見
書
の
提
出
の
機
会
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
手
続
き
の
公
正

性
・
透
明
性
の
向
上
を
図
り
、
地
域
の
合
意
の
下
で
各
種
農
業
振
興
施
策
を
計
画
的
か
つ
円
滑
に
推
進
す
る
も
の
と

す
る
。
 

（（
７７
））
交交
換換
分分
合合
制制
度度
のの
活活
用用
 

  
  

  
農
用
地
区
域
内
の
土
地
の
農
業
上
の
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
農
用
地
利
用
計
画
の
変
更
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
当
該
変
更
に
係
る
土
地
の
所
有
者
、
そ
の
他
そ
の
土
地
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
等
の
意
向
を
踏
ま
え
、
法
第
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１
３
条
の
２
に
規
定
す
る
交
換
分
合
制
度
を
積
極
的
に
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 （（
８８
））
推推
進進
体体
制制
のの
確確
立立
等等
 

 
 
 
農
用
地
等
の
確
保
の
た
め
の
施
策
は
、
市
町
村
、
農
業
委
員
会
、
農
業
関
係
団
体
等
と
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、

県
の
関
係
部
局
間
の
連
絡
調
整
体
制
を
確
立
し
、
制
度
の
円
滑
か
つ
適
正
な
運
用
に
よ
っ
て
推
進
し
て
い
く
も
の
と

す
る
。
 

 
 
 
こ
の
た
め
、
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
の
策
定
・
変
更
に
当
た
っ
て
は
、
県
農
林
業
団
体
、
都
市
計
画
審
議

会
、
市
長
会
、
町
村
会
、
商
工
会
議
所
連
合
会
、
商
工
会
連
合
会
、
中
小
企
業
団
体
連
合
会
そ
の
他
県
の
関
係
団
体

を
代
表
す
る
者
、
市
町
村
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
策
定
・
変
更
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
農
林
業
団
体
、
商
工
会

議
所
、
商
工
会
そ
の
他
市
町
村
の
関
係
団
体
及
び
集
落
代
表
者
か
ら
必
要
に
応
じ
幅
広
く
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す

る
。
 

 ３３
  
農農
業業
上上
のの
土土
地地
利利
用用
のの
基基
本本
的的
方方
向向
 

  
  
本
県
は
九
州
の
北
東
部
に
位
置
し
、
三
方
を
玄
界
灘
、
響
灘
、
周
防
灘
、
有
明
海
に
囲
ま
れ
、
ま
た
、
筑
紫
山
地
、

脊
振
山
地
、
耳
納
山
地
等
の
山
地
が
あ
り
、
さ
ら
に
筑
後
川
、
矢
部
川
、
遠
賀
川
、
山
国
川
等
の
河
川
が
流
れ
、
そ
の

間
に
広
が
る
肥
沃
な
平
地
等
に
お
い
て
多
種
多
様
な
農
業
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

 

 
 
今
後
は
、
非
農
業
的
土
地
需
要
と
の
適
切
な
土
地
利
用
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営

体
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
ほ
場
整
備
や
農
業
水
利
施
設
の
整
備
、
大
区
画
化
等
の
農
業

生
産
基
盤
整
備
の
推
進
に
よ
り
、
優
良
農
用
地
と
し
て
の
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
 

  
  
な
お
、
本
県
に
お
け
る
農
業
地
帯
の
区
分
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
の
区
域
を
基
本
と
し
、
地
形
、
気
候
の
類
似
性

や
土
地
利
用
の
方
向
・
各
種
開
発
の
関
連
性
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
次
の
６
つ
の
農
業
地
帯
に
分
類
す
る
。

 

 
 
各
農
業
地
帯
の
地
理
的
状
況
及
び
営
農
状
況
は
下
表
の
と
お
り
。

 

地
帯
名
 

市
町
村
名
 

地
理
的
状
況
及
び
営
農
状
況
 

福
岡
農
業
地
帯
 

福
岡
市
、
筑
紫
野
市
、

宗
像
市
、
古
賀
市
、
 

福
津
市
、
糸
島
市
、
 

那
珂
川
市
、
篠
栗
町
、
 

須
恵
町
、
新
宮
町
、
 

久
山
町
、
粕
屋
町
 

福
岡
平
野
、
糸
島
平
野
並
び
に
宗
像
平
野
か
ら
な
り
、
南
は
脊

振
山
系
、
東
は
三
郡
山
系
、
北
は
博
多
湾
、
玄
界
灘
に
囲
ま
れ
た

平
坦
地
で
、
急
速
な
都
市
化
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
温
暖
な

気
象
条
件
や
大
消
費
地
に
近
接
す
る
立
地
条
件
等
を
活
か
し
て
、

米
・
麦
・
大
豆
、
い
ち
ご
や
ト
マ
ト
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
な
ど
の
野

菜
、
花
き
、
畜
産
等
の
都
市
近
郊
農
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

 

筑
後
北
部
農
業
地
帯
 
久
留
米
市
、
小
郡
市
、
 

う
き
は
市
、
朝
倉
市
、
 

筑
前
町
、
東
峰
村
、
 

大
刀
洗
町
 

中
央
を
流
れ
る
筑
後
川
の
中
流
域
に
広
が
る
両
筑
平
野
を
中

心
に
、
早
く
か
ら
ほ
場
整
備
な
ど
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
が
行
わ

れ
、
肥
沃
な
土
壌
、
温
暖
な
気
候
条
件
を
活
か
し
、
米
・
麦
・
大

豆
、
レ
タ
ス
や
ほ
う
れ
ん
そ
う
、
ね
ぎ
な
ど
の
野
菜
、
か
き
、
い

ち
じ
く
な
ど
の
果
樹
、
花
き
・
花
木
等
の
園
芸
農
業
が
盛
ん
で
、

県
内
で
も
有
数
の
産
地
を
形
成
し
て
い
る
。
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和
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９
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９

日
　

金
曜
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第
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号

 

北
九
州
農
業
地
帯
 

北
九
州
市
、
中
間
市
、
 

芦
屋
町
、
水
巻
町
、
 

岡
垣
町
、
遠
賀
町
 

県
の
最
北
部
に
位
置
し
、
地
帯
の
南
部
に
福
智
山
、
平
尾
台
を

擁
し
、
南
北
に
遠
賀
川
、
紫
川
等
が
貫
流
し
、
地
形
は
山
間
地
、

丘
陵
地
、
平
坦
地
と
変
化
に
富
ん
で
お
り
、
大
量
消
費
地
に
近
接

す
る
立
地
条
件
を
活
か
し
て
、
米
・
麦
・
大
豆
、
キ
ャ
ベ
ツ
や
ブ

ロ
ッ
コ
リ
ー
、
ス
イ
カ
な
ど
の
野
菜
、
び
わ
な
ど
の
様
々
な
農
産

物
が
生
産
さ
れ
て
い
る
。
 

筑
豊
農
業
地
帯
 

直
方
市
、
飯
塚
市
、
 

田
川
市
、
宮
若
市
、
 

嘉
麻
市
、
小
竹
町
、
 

鞍
手
町
、
桂
川
町
、
 

香
春
町
、
添
田
町
、
 

糸
田
町
、
川
崎
町
、
 

大
任
町
、
赤
村
、
 

福
智
町
 

県
の
中
央
部
に
位
置
し
、
福
岡
、
北
九
州
両
都
市
圏
に
隣
接
す

る
と
と
も
に
、
英
彦
山
、
福
智
山
等
に
囲
ま
れ
た
盆
地
で
、
地
形

は
平
坦
地
か
ら
中
山
間
地
ま
で
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
。

 

ま
た
、
従
来
か
ら
実
需
者
か
ら
良
質
米
地
帯
と
し
て
の
評
価
が

高
く
、
米
を
主
体
に
、
い
ち
ご
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
こ
ま
つ
な
な

ど
の
野
菜
、
ぶ
ど
う
、
な
し
、
か
き
、
い
ち
じ
く
な
ど
の
果
樹
、

き
く
、
ト
ル
コ
ギ
キ
ョ
ウ
な
ど
の
様
々
な
農
産
物
、
肉
用
牛
、
豚
、

採
卵
鶏
と
い
っ
た
畜
産
物
が
生
産
さ
れ
て
い
る
。
 

筑
後
南
部
農
業
地
帯
 
大
牟
田
市
、
柳
川
市
、
 

八
女
市
、
筑
後
市
、
 

大
川
市
、
み
や
ま
市
、
 

大
木
町
、
広
川
町
 

熊
本
・
大
分
両
県
に
接
す
る
山
間
部
か
ら
有
明
海
の
干
拓
地
に

至
る
広
い
地
域
に
わ
た
っ
て
、
米
・
麦
・
大
豆
を
始
め
、
い
ち
ご
、

な
す
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
な
ど
の
野
菜
、
み
か
ん
、
キ
ウ
イ
フ
ル
ー

ツ
な
ど
の
果
樹
、
き
く
、
茶
、
い
草
等
の
農
産
物
が
生
産
さ
れ
、

県
内
有
数
の
産
地
を
形
成
し
て
い
る
。

 

ま
た
、
筑
後
川
及
び
矢
部
川
流
域
に
お
い
て
国
営
事
業
も
含
め

様
々
な
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ほ
場
整
備
率

は
県
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
。

 

京
築
農
業
地
帯
 

行
橋
市
、
豊
前
市
、
 

苅
田
町
、
み
や
こ
町
、
 

吉
富
町
、
上
毛
町
、
 

築
上
町
 

県
の
最
東
部
に
位
置
し
、
南
西
部
に
あ
る
英
彦
山
山
系
か
ら
周

防
灘
に
向
け
て
扇
状
に
開
け
た
地
形
に
あ
り
、
米
・
麦
・
大
豆
、

玉
レ
タ
ス
、
い
ち
ご
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
、
ね

ぎ
な
ど
の
野
菜
、
い
ち
じ
く
、
ゆ
ず
な
ど
の
果
樹
、
ホ
オ
ズ
キ
、

ケ
イ
ト
ウ
な
ど
の
花
き
、
茶
、
生
乳
な
ど
様
々
な
農
畜
産
物
が
生

産
さ
れ
、
隣
接
す
る
北
九
州
へ
の
食
料
供
給
基
地
の
役
割
を
担
っ

て
い
る
。
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第

33
1 

号
令

和
４

年
９

月
９

日
　

金
曜

日

 

第第
２２

  
農農
業業
振振
興興
地地
域域
とと
しし
てて
指指
定定
すす
るる
ここ
とと
をを
相相
当当
とと
すす
るる
地地
域域
のの
位位
置置
及及
びび
規規
模模
にに
関関
すす
るる

事事
項項
（（
法法
第第
４４
条条
第第
２２
項項
第第
２２
号号
））

  

   【
指
定
予
定
地
域
】

 

農
業
地
帯 

指
定
予
定
地
域
名

 
指

 定
 予

 定
 地

 域
 の

 範
 囲

 
指
定
予
定
地
域
の
規
模

 

  

福
    

岡
    

農
    

業
    

地
    

帯
 

福
 岡

 地
 域

 

（
 福

 岡
 市

 ）
 

福
岡
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
・
臨
港

地
区
、
流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
流

通
業
務
地
区
及
び
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

 
5,

57
6h

a 

(農
用
地
面
積

1,
54

6h
a)

 

筑
 紫

 野
 地

 域
 

（
 筑
紫
野
市

 ）
 

筑
紫
野
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
及
び

規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

 
3,

44
0h

a 

(
農
用
地
面
積

 7
62

ha
)

 

宗
 像

 地
 域

 

（
 宗

 像
 市

 ）
 

宗
像
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
及
び
規

模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

  
7,

99
6h

a 

(農
用
地
面
積

2,
80

6 
ha
) 

古
 賀

 地
 域

 

（
 古

 賀
 市

 ）
 

古
賀
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
及
び
規

模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

 
2,

35
1h

a 

(農
用
地
面
積

59
5h

a)
 

福
 津

 地
 域

 

（
 福

 津
 市

 ）
 

福
津
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
・
用
途
地

域
及
び
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

 
3,

71
3 

ha
 

(
農
用
地
面
積

1,
42

0h
a)

 

糸
 島

 地
 域

 

（
 糸

 島
 市

 ）
 

糸
島
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
・
用
途
地

域
及
び
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

 
13

,8
07

 h
a 

(
農
用
地
面
積

5,
04

1h
a)

 

那
 珂

 川
 地

 域
 

（
 那
珂
川
市

 ）
 

那
珂
川
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
及
び

規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

 
60

9h
a 

(
農
用
地
面
積

 3
11

ha
)

 

篠
 栗

 地
 域

 

（
 篠

 栗
 町

 ）
 

篠
栗
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
及
び
規

模
の
大
き
な
森
林
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

 
1,

22
8 

ha
 

(
農
用
地
面
積

 2
18

ha
)

 

須
 恵

 地
 域

 

（
 須

 恵
 町

 ）
 

須
恵
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

 
49

6h
a 

(
農
用
地
面
積

 1
48

ha
)

 

新
 宮

 地
 域

 

（
新

 宮
 町
）

 

新
宮
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
及
び
規

模
の
大
き
な
森
林
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

 
56

5h
a 

(
農
用
地
面
積

 1
48

ha
)

 

久
 山

 地
 域

 

（
 久

 山
 町

 ）
 

久
山
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
及
び
規

模
の
大
き
な
森
林
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

 
55

2h
a 

(
農
用
地
面
積

 3
02

ha
)

 

粕
 屋

 地
 域

 

（
 粕

 屋
 町

 ）
 

粕
屋
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
及
び
流

通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
流
通
業
務
地

区
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

 
68

8h
a 

(
農
用
地
面
積

 2
10

ha
)

 

福
岡
農
業
地
帯
 
計

 

（
 １
２
地
区

 ）
 

 
総
面
積
 

 
41

,0
21

ha
 

(
農
用
地
面

 1
3,

50
6h

a)
 

 

 

筑
 

後
 

北
 

久
 留

 米
 地

 域
 

（
 久
留
米
市

 ）
 

久
留
米
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
・
用
途

地
域
及
び
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

 
17

,0
28

ha
 

(
農
用
地
面
積

8,
58

9h
a)

 

小
 郡

 地
 域

 

（
 小

 郡
 市

 ）
 

小
郡
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
等
を
除

く
区
域

 

総
面
積
 

 
3,

65
1 

ha
 

(
農
用
地
面
積

1,
90

7h
a)

 

う
 き

 は
 地

 域
 

（
 う
き
は
市

 ）
 

う
き
は
市
の
う
ち
、
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区

域
 

総
面
積
 

 
7,

37
1 

ha
 

(
農
用
地
面
積

3,
24

8h
a)
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号

 

部
 

農
 

業
 

地
 

帯
 

朝
 倉

 地
 域

 

（
 朝

 倉
 市

 ）
 

朝
倉
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積
 

 
15

,6
68

 h
a 

(
農
用
地
面
積

5,
52

8h
a)

 

筑
 前

 地
 域

 

（
 筑

 前
 町

 ）
 

筑
前
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 5
,4

64
 h

a 

(
農
用
地
面
積

2,
54

3h
a)

 

東
 峰

 地
 域

 

（
 東

 峰
 村

 ）
 

東
峰
村
の
う
ち
、
規
模
の
大
き
な
森
林
を
除
く
区
域

 
総
面
積

  
  

 1
,0

13
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 2
76

ha
)

 

大
 刀

 洗
 地

 域
 

（
 大
刀
洗
町

 ）
 

大
刀
洗
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
を
除
く

区
域

 

総
面
積

  
  

 1
,9

99
 h

a 

(
農
用
地
面
積

1,
29

3h
a)

 

筑
後
北
部
農
業
地
帯

 計
 

（
 ７
地
域

 ）
 

 
総
面
積

  
  

52
,1

94
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 2
3,

38
3h

a 
) 

 

北
 

九
 

州
 

農
 

業
 

地
 

帯
 

北
 九

 州
 地

 域
 

（
 北
九
州
市

 ）
 

北
九
州
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
・
臨
港

地
区
、
自
然
公
園
法
の
国
定
公
園
の
特
別
保
護
地
区
及

び
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

5,
96

2 
ha

 

(
農
用
地
面
積

2,
55

5h
a)

 

中
 間

 地
 域

 

（
 中

 間
 市

 ）
 

中
間
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
等
を
除

く
区
域
 

総
面
積

  
  

  
40

8 
ha

 

(
農
用
地
面
積

 2
52

ha
)

 

水
巻
・
芦
屋
地
域

 

（
水
巻
町
・
芦
屋
町
）

 

水
巻
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
等
を
除
く

区
域
。
芦
屋
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
・
臨

港
地
区
及
び
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

  
28

6 
ha

 

(
農
用
地
面
積

 1
40

ha
)

 

岡
 垣

 地
 域

 

（
 岡

 垣
 町

 ）
 

岡
垣
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 2
,0

99
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 6
89

ha
)

 

遠
 賀

 地
 域

 

（
 遠

 賀
 町

 ）
 

遠
賀
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 1
,0

19
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 5
22

ha
)

 

北
九
州
農
業
地
帯
 
計
 

（
 ５
地
域

 ）
 

 
総
面
積

  
  

 9
,7

74
 h

a 

(
農
用
地
面
積

4,
15

8h
a)

 

  

筑
  

豊
  

農
 

直
 方

 地
 域

 

（
 直

 方
 市

 ）
 

直
方
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 2
,5

50
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 7
49

ha
)

 

飯
 塚

 地
 域

 

（
 飯

 塚
 市

 ）
 

飯
塚
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 8
,2

84
ha

 

(
農
用
地
面
積

2,
68

9h
a)

 

田
 川

 地
 域

 

（
 田

 川
 市

 ）
 

田
川
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 2
,3

77
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 7
63

ha
)

 

宮
 若

 地
 域

 

（
 宮

 若
 市

 ）
 

宮
若
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 3
,9

69
 h

a 

(
農
用
地
面
積

2,
03

1h
a)

 

嘉
 麻

 地
 域

 

（
 嘉

 麻
 市

 ）
 

嘉
麻
市
の
う
ち
、
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 
総
面
積

  
  

 8
,6

97
 h

a 

(
農
用
地
面
積

1,
98

1h
a)

 

小
 竹

 地
 域

 

（
 小

 竹
 町

 ）
 

小
竹
町
の
う
ち
、
工
業
団
地
等
を
除
く
区
域

 
総
面
積

  
  

  
81

1 
ha

 

(農
用
地
面
積

 1
65

ha
)

 

鞍
 手

 地
 域

 

（
 鞍

 手
 町

 ）
 

鞍
手
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 2
,5

63
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 9
15

ha
)
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号
令

和
４

年
９

月
９

日
　

金
曜

日

 

 

業
  

地
  

帯
 

桂
 川

 地
 域

 

（
 桂

 川
 町

 ）
 

桂
川
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 1
,5

04
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 5
22

ha
)

 

香
 春

 地
 域

 

（
 香

 春
 町

 ）
 

香
春
町
の
う
ち
、
規
模
の
大
き
な
森
林
を
除
く
区
域
 

総
面
積

  
  

 1
,8

48
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 6
67

ha
)

 

添
 田

 地
 域

 

（
 添

 田
 町

 ）
 

添
田
町
の
う
ち
、
自
然
公
園
法
の
国
定
公
園
の
特
別
保

護
地
区
及
び
規
模
の
大
き
な
森
林
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 4
,1

29
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 7
16

ha
)

 

糸
 田

 地
 域

 

（
 糸

 田
 町

 ）
 

糸
田
町
の
う
ち
、
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 
総
面
積

  
  

  
39

4 
ha
 

(
農
用
地
面
積

 1
72

ha
)
 

川
 崎

 地
 域

 

（
 川

 崎
 町

 ）
 

川
崎
町
の
う
ち
、
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域
 
総
面
積

  
  

 1
,4

38
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 4
35

ha
)

 

大
 任

 地
 域

 

（
 大

 任
 町

 ）
 

大
任
町
の
う
ち
、
ゴ
ル
フ
場
を
除
く
区
域
 

総
面
積

  
  

 1
,2

93
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 3
41

ha
)

 

赤
 地

 域
 

（
 赤

 
  
村

 ）
 

赤
村
の
う
ち
、
規
模
の
大
き
な
森
林
を
除
く
区
域
 

総
面
積

  
  

 1
,8

25
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 4
50

ha
)

 

福
 智

 地
 域

 

（
 福

 智
 町

 ）
 

福
智
町
の
う
ち
、
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 
総
面
積

  
  

 2
,6

63
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 8
86

ha
)

 

筑
豊
農
業
地
帯
 
計

 

（
 １
５
地
域

 ）
 

 
総
面
積

  
  

44
,3

45
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 1
3,

48
0h

a)
 

筑
 

後
 

南
 

部
 

農
 

業
 

地
 

帯
 

大
 牟

 田
 地

 域
 

（
 大
牟
田
市

 ）
 

大
牟
田
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
・
臨
港

地
区
及
び
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 3
,7

24
 h

a 

(
農
用
地
面
積

1,
17

9h
a)

 

柳
 川

 地
 域

 

（
 柳

 川
 市

 ）
 

柳
川
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
を
除
く
区

域
 

総
面
積

  
  

 6
,9

31
ha

 

(農
用
地
面
積

3,
95

7h
a)

 

八
 女

 地
 域

 

（
 八

 女
 市

 ）
 

八
女
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

32
,1

12
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 1
0,

09
6h

a)
 

筑
 後

 地
 域

 

（
 筑

 後
 市

 ）
 

筑
後
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
を
除
く
区

域
 

総
面
積

  
  

 3
,4

52
 h

a 

(
農
用
地
面
積

1,
99

2h
a)

 

大
 川

 地
 域

 

（
 大

 川
 市

 ）
 

大
川
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
・
臨
港
地
区

を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 2
,6

32
 h

a 

(
農
用
地
面
積

1,
15

0h
a)

 

み
 や

 ま
 地

 域
 

（
 み
や
ま
市

 ）
 

み
や
ま
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
・
用
途

地
域
及
び
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 9
,3

67
 h

a 

(
農
用
地
面
積

4,
50

4h
a)

 

大
 木

 地
 域

 

（
 大

 木
 町

 ）
 

大
木
町
全
域
 

総
面
積

  
  

 1
,8

43
 h

a 

(
農
用
地
面
積

1,
05

8h
a)

 

広
 川

 地
 域

 

（
 広

 川
 町

 ）
 

広
川
町
の
う
ち
、
規
模
の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 
総
面
積

  
  

 3
,0

50
 h

a 

(
農
用
地
面
積

1,
13

0h
a)

 

筑
後
南
部
農
業
地
帯

 計
 

（
 ８
地
域

 ）
 

 
総
面
積

  
  

63
,1

11
 h

a 
 

(
農
用
地
面
積

 2
5,

06
6h

a)
 

 
行

 橋
 地

 域
 

（
 行

 橋
 市

 ）
 

行
橋
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 4
,6

34
 h

a 

(
農
用
地
面
積

2,
09

9h
a)
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京
 

築
 

農
 

業
 

地
 

帯
 

豊
 前

 地
 域

 

（
 豊

 前
 市

 ）
 

豊
前
市
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
・
臨
港
地
区

及
び
規
模
の
大
き
な
森
林
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 5
,0

93
 h

a 

(
農
用
地
面
積

1,
85

9h
a)

 

苅
 田

 地
 域

 

（
 苅

 田
 町

 ）
 

苅
田
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
市
街
化
区
域
・
臨
港
地

区
及
び
規
模
の
大
き
な
森
林
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

  
83

2 
ha

 

(
農
用
地
面
積

 5
64

ha
)

 

み
 や

 こ
 地

 域
 

（
 み
や
こ
町

 ）
 

み
や
こ
町
の
う
ち
、
規
模
の
大
き
な
森
林
を
除
く
区
域

 
総
面
積

  
  

 6
,8

63
 h

a 

(
農
用
地
面
積

3,
23

3h
a)

 

吉
 富

 地
 域

 

（
 吉

 富
 町

 ）
 

吉
富
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
を
除
く
区

域
 

総
面
積

  
  

  
37

4 
ha

 

(
農
用
地
面
積

 2
23

ha
)

 

上
 毛

 地
 域

 

（
 上

 毛
 町

 ）
 

上
毛
町
の
う
ち
、
規
模
の
大
き
な
森
林
を
除
く
区
域

 
総
面
積

  
  

 4
,1

52
 h

a 

(
農
用
地
面
積

1,
30

9h
a)

 

築
 上

 地
 域

 

（
 築

 上
 町

 ）
 

築
上
町
の
う
ち
、
都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
及
び
規
模

の
大
き
な
森
林
等
を
除
く
区
域

 

総
面
積

  
  

 6
,2

95
 h

a 

(
農
用
地
面
積

2,
35

9h
a)

 

京
築
農
業
地
帯
 
計

 

（
 ７
地
域

 ）
 

 
総
面
積

  
  

28
,2

43
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 1
1,

64
6h

a)
 

県
 
 
 
 
計
 

（
 ５
４
地
域

 ）
 

 
総
面
積

  
 2

38
,6

88
 h

a 

(
農
用
地
面
積

 9
1,

23
8h

a)
 

 （
注
）
「
総
面
積
」
は
、
農
業
振
興
地
域
全
体
の
面
積
を
い
い
、
「
農
用
地
面
積
」
は
、
農
業
振
興
地
域
内
の
農
用
地

区
域
外
（
農
振
白
地
）
を
含
め
た
農
用
地
（
農
地
及
び
採
草
放
牧
地
）
の
合
計
面
積
で
あ
る
。
（
令
和
２
年

11

月
時
点
 
県
調
べ
）
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第第
３３

  
基基
本本
的的
事事
項項
（（
法法
第第
４４
条条
第第
２２
項項
第第
３３
号号
））

 

 １１
  
農農
業業
生生
産産
基基
盤盤
のの
整整
備備
及及
びび
開開
発発
にに
関関
すす
るる
事事
項項
（（
法法
第第
４４
条条
第第
２２
項項
第第
３３
号号
イイ
））

 

（（
１１
））
農農
業業
生生
産産
基基
盤盤
のの
整整
備備
及及
びび
開開
発発
のの
方方
向向
 

  
 
 
本
県
に
お
い
て
は
、
農
業
・
農
村
の
持
続
的
発
展
に
向
け
、
法
人
化
さ
れ
た
集
落
営
農
組
織
や
個
別
大
規
模
農
家

と
い
っ
た
永
続
性
の
あ
る
担
い
手
の
育
成
、
生
産
条
件
が
不
利
な
中
山
間
地
域
の
活
性
化
、
農
業
水
利
施
設
の
機
能

保
全
及
び
有
効
利
用
な
ど
の
地
域
農
業
の
近
代
化
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 
 
 
こ
れ
ら
の
実
現
に
向
け
て
、
大
規
模
経
営
が
可
能
と
な
る
ほ
場
の
大
区
画
化
、
高
収
益
型
農
業
を
展
開
す
る
た
め

の
水
田
の
汎
用
化
、
農
業
水
利
施
設
の
長
寿
命
化
や
省
力
化
な
ど
の
農
業
生
産
基
盤
整
備
に
つ
い
て
、
環
境
と
の
調

和
に
配
慮
し
つ
つ
、
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
そ
の
推
進
を
図
る
。
 

（（
２２
））
地地
目目
別別
のの
農農
業業
生生
産産
基基
盤盤
のの
整整
備備
及及
びび
開開
発発
のの
方方
向向

 

 
 
 
本
県
の
ほ
場
整
備
率
は
、
要
整
備
面
積

5
1
,6
6
3
ha
の
う
ち
約

85
.
5
%の

4
4,
1
6
7h
a
の
整
備
が
完
了
し
て
い
る
。

 

 
 
 
今
後
は
、
未
整
備
田
の
ほ
場
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
農
業
地
帯
別
の
整
備
状
況
や
担
い
手
の
確
保
状
況
等

を
踏
ま
え
、
農
業
生
産
基
盤
整
備
の
推
進
を
図
る
。

 

 
ま
た
、
中
山
間
地
域
に
お
い
て
は
、
農
業
・
農
村
の
活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
自
然
環
境
の
保
全
や
地
域
の
特

色
を
活
か
し
、
営
農
体
系
に
配
慮
し
た
農
業
生
産
基
盤
整
備
の
推
進
を
図
る
。

 

 
ア
 
「
田
」
の
整
備

 

 
 
 
未
整
備
田
に
お
け
る
ほ
場
整
備
の
推
進
、
ほ
場
の
大
区
画
化
、
農
業
水
利
施
設
の
長
寿
命
化
、
農
道
の
整
備

等
を
進
め
る
。

 

 
 
 
中
山
間
地
域
に
つ
い
て
は
、
ほ
場
整
備
や
農
業
水
利
施
設
、
農
道
の
整
備
を
進
め
る
。

 

 
イ
 
「
畑
及
び
樹
園
地
」
の
整
備

 

 
 
 
畑
及
び
樹
園
地
は
、
農
道
の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
筑
後
北
部
や
筑
後
南
部
農
業
地
帯
に
お
い
て
は
、

ほ
場
整
備
や
農
道
、
か
ん
が
い
施
設
の
整
備
を
進
め
る
。

 
（（
３３
））
広広
域域
整整
備備
のの
構構
想想
 

 
  
ア
 
農
業
水
利
施
設
の
整
備
 

  
  

 
  
筑
後
川
流
域
の
農
業
地
帯
で
は
、
用
水
の
安
定
供
給
と
排
水
改
良
を
目
的
と
し
て
、
ダ
ム
用
水
の
効
率
的
な
活

用
、
基
幹
用
排
水
路
及
び
ク
リ
ー
ク
の
整
備
等
を
広
域
的
に
行
う
た
め
、
筑
後
北
部
地
区
で
は
、
水
資
源
機
構
営

両
筑
平
野
用
水
事
業
、
国
営
耳
納
山
麓
地
区
総
合
土
地
改
良
事
業
、
国
営
筑
後
川
中
流
土
地
改
良
事
業
が
、
筑
後

南
部
地
区
に
お
い
て
は
、
水
資
源
機
構
営
筑
後
川
下
流
用
水
事
業
及
び
国
営
筑
後
川
下
流
土
地
改
良
事
業
が
実
施

さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
事
業
と
併
せ
行
っ
て
き
た
県
営
規
模
の
農
業
水
利
施
設
の
整
備
も
概
ね
完
了
し
た
。
 

 
 
 

  
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
資
源
で
あ
る
農
業
水
利
施
設
を
活
用
し
、
長
寿
命
化
に
よ
る
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス

ト
の
低
減
を
図
り
つ
つ
、
機
能
保
全
対
策
や
更
新
整
備
等
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
水
資
源
の
効
率
的
な
利
用
と
水

環
境
の
保
全
を
推
進
す
る
。
 

 
  
イ
 
ほ
場
の
整
備
 

  
  
 

  
ロ
ボ
ッ
ト
ト
ラ
ク
タ
ー
や
ロ
ボ
ッ
ト
コ
ン
バ
イ
ン
等
の
ス
マ
ー
ト
農
業
機
械
等
の
高
性
能
農
業
機
械
の
導
入

を
前
提
と
し
た
ほ
場
の
整
備
を
、
農
道
整
備
や
農
業
水
利
施
設
の
長
寿
命
化
・
省
力
化
と
併
せ
て
推
進
す
る
。
特

に
、
筑
後
川
中
流
及
び
下
流
地
域
の
水
田
地
帯
に
つ
い
て
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
広

域
的
か
つ
計
画
的
な
大
区
画
ほ
場
へ
の
整
備
を
推
進
す
る
。

 

 
  
ウ
 
農
道
の
整
備
 

 
 
 

  
運
搬
車
両
の
大
型
化
に
伴
う
農
道
の
拡
幅
を
進
め
、
ま
た
、
農
村
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善
に
も
資
す
る
た
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め
、
ほ
場
整
備
等
と
の
調
整
を
図
り
な
が
ら
農
道
の
整
備
を
推
進
す
る
。
未
舗
装
農
道
に
つ
い
て
は
、
地
域
農
業

の
実
態
を
踏
ま
え
た
上
で
改
良
が
必
要
な
路
線
に
つ
い
て
、
舗
装
に
よ
り
質
的
改
善
を
図
る
。
 

  ２ ２
  
農農
用用
地地
等等
のの
保保
全全
にに
関関
すす
るる
事事
項項
（（
法法
第第
４４
条条
第第
２２
項項
第第
３３
号号
ロロ
））
 

（（
１１
））
農農
用用
地地
等等
のの
保保
全全
のの
方方
向向
 

  
  

  
近
年
、
各
地
で
記
録
的
な
集
中
豪
雨
が
頻
繁
に
発
生
し
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
す
状
況
が
あ
る
中
、
安
定
的
な

農
業
生
産
を
維
持
し
、
県
土
の
保
全
等
の
多
面
的
な
役
割
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
、
今
後
も
農
地
や
、
水
路
、

た
め
池
等
の
農
業
水
利
施
設
の
防
災
対
策
を
着
実
に
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

  
  

  
ま
た
、
生
産
条
件
が
不
利
な
農
地
が
多
い
中
山
間
地
域
で
は
、
農
業
従
事
者
の
減
少
や
高
齢
化
の
進
行
等
に
よ
り

荒
廃
農
地
の
拡
大
が
見
ら
れ
、
県
土
の
有
効
利
用
の
観
点
か
ら
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
 

  
  

  
こ
の
た
め
、
荒
廃
農
地
の
う
ち
再
生
利
用
可
能
な
農
地
に
つ
い
て
は
有
効
利
用
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、
特
に
、
荒
廃
農
地
等
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
中
山
間
地
域
に
お
い
て
は
、
多
面
的
機
能
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
を
活
用
し
て
、
集
落
ぐ
る
み
で
取
組
む
荒
廃
農
地
の
発
生
防
止
活
動
な
ど
の
支
援
を

行
う
。
 

（（
２２
））
農農
用用
地地
等等
のの
保保
全全
のの
たた
めめ
のの
施施
策策
 

 
 

  
防
災
的
見
地
か
ら
、
ほ
場
整
備
、
農
業
水
利
施
設
の
長
寿
命
化
対
策
の
事
業
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
し
、

災
害
の
防
止
と
併
せ
て
農
地
の
整
備
・
保
全
を
図
る
。
 

 
 

  
た
め
池
を
水
源
と
し
た
水
利
用
を
図
っ
て
い
る
地
域
で
は
、
災
害
防
止
と
用
水
確
保
を
目
途
に
、
た
め
池
の
整
備

を
積
極
的
に
進
め
る
。
 

  
  

 ま
た
、
湛
水
防
除
や
地
す
べ
り
防
止
な
ど
、
災
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
各
事
業
を
計
画
的
に
推
進
す
る
。

 
（（
３３
））
農農
用用
地地
等等
のの
保保
全全
のの
たた
めめ
のの
活活
動動
 

  
  
ア
 
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
の
推
進
 

 
 

 
  
担
い
手
の
減
少
や
荒
廃
農
地
の
増
加
等
に
よ
り
多
面
的
機
能
の
低
下
が
特
に
懸
念
さ
れ
て
い
る
中
山
間
地
域

等
は
、
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
。
 

 
 

  
  
こ
の
制
度
を
活
用
し
、
集
落
協
定
や
個
別
協
定
に
基
づ
い
た
農
地
、
水
路
及
び
農
道
等
の
維
持
管
理
等
を
行
い
、

荒
廃
農
地
の
発
生
を
防
止
す
る
と
と
も
に
農
業
生
産
活
動
の
維
持
を
図
る
。
 

  
  
イ
 
荒
廃
農
地
の
維
持
管
理
と
有
効
利
用
 

 
 
 

  
荒
廃
農
地
の
う
ち
再
生
利
用
可
能
な
農
地
に
つ
い
て
は
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
や
農
地
中
間
管
理
機
構

を
通
じ
た
認
定
農
業
者
等
の
担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
図
る
。
 

  
  
ウ
 
基
金
や
集
落
協
定
に
基
づ
く
棚
田
等
の
持
続
的
な
保
全
活
動
 

 
 
 

  
中
山
間
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
た
め
、
「
中
山
間
ふ
る
さ
と
・
水
と
土
保
全
対
策
事
業
」
を
活
用
し
、
農
地
、

水
路
及
び
農
道
等
の
維
持
・
保
全
と
利
活
用
に
係
る
地
域
住
民
等
に
よ
る
共
同
活
動
の
活
性
化
を
さ
せ
、
こ
れ
ら

が
有
す
る
県
土
保
全
等
の
多
面
的
機
能
の
発
揮
を
図
る
。
 

 
 
エ
 
地
域
住
民
が
一
体
と
な
っ
た
資
源
保
全
活
動
の
推
進
 

 
 
 
 
過
疎
化
、
高
齢
化
、
混
住
化
等
の
進
行
に
よ
る
集
落
機
能
の
低
下
が
懸
念
さ
れ
る
農
村
地
域
に
お
い
て
、
地
域

住
民
を
含
め
た
多
様
な
主
体
の
参
画
を
得
た
地
域
の
活
動
を
行
う
た
め
、
多
面
的
機
能
支
払
制
度
を
活
用
し
、
農

地
周
辺
の
水
路
、
農
道
及
び
た
め
池
等
の
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
資
源
の
適
切
な
保
全
を
図

る
。
 

 
 
オ
 
鳥
獣
被
害
対
策
の
強
化
 

  
  

  
  
イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
等
の
野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
の
防
止
を
図
る
た
め
、
侵
入
防
止
柵
の
設
置
等
に
よ
る
、



20
第

33
1 

号
令

和
４

年
９

月
９

日
　

金
曜

日

 

野
生
鳥
獣
を
寄
せ
付
け
な
い
環
境
づ
く
り
を
行
う
と
と
も
に
、
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
を
徹
底
し
、
獣
肉
利
用
を
含
め

捕
獲
獣
の
適
正
処
理
体
制
の
整
備
を
推
進
す
る
。
 

 
 
カ
 
景
観
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
策
定
の
支
援
 

  
  

  
  
各
市
町
村
の
都
市
部
、
農
山
漁
村
部
に
お
け
る
良
好
な
景
観
を
保
全
・
形
成
す
る
た
め
、
市
町
村
が
景
観
法
（
平

成
１
６
年
法
律
第
１
１
０
号
）
に
よ
る
景
観
行
政
団
体
と
し
て
景
観
計
画
の
策
定
を
行
う
場
合
に
は
、
景
観
と
調

和
の
と
れ
た
良
好
な
営
農
条
件
確
保
を
目
的
と
す
る
景
観
法
の
規
定
に
基
づ
く
「
景
観
農
業
振
興
地
域
整
備
計

画
」
策
定
に
つ
い
て
の
検
討
を
支
援
す
る
。
 

 ３３
  
農農
業業
経経
営営
のの
規規
模模
のの
拡拡
大大
及及
びび
農農
用用
地地
等等
又又
はは
農農
用用
地地
等等
とと
すす
るる
ここ
とと
がが
適適
当当
なな
土土
地地
のの
農農
業業
上上
のの
効効
率率
的的
かか
つつ

総総
合合
的的
なな
利利
用用
のの
促促
進進
にに
関関
すす
るる
事事
項項
（（
法法
第第
４４
条条
第第
２２
項項
第第
３３
号号
ハハ
））
 

  
 
本
県
で
は
、
県
内
に
大
量
消
費
地
を
有
す
る
有
利
な
立
地
条
件
を
活
か
し
た
施
設
野
菜
や
果
樹
、
花
き
等
の
高
収
益

型
農
業
が
展
開
さ
れ
、
ま
た
、
米
・
麦
等
の
土
地
利
用
型
農
業
に
お
い
て
も
個
別
大
規
模
農
家
や
農
地
所
有
適
格
法
人

の
規
模
拡
大
、
集
落
営
農
組
織
の
法
人
化
を
進
め
る
な
ど
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
体
の
育
成
が
図
ら
れ
て

い
る
一
方
で
、
担
い
手
の
減
少
が
進
ん
で
お
り
、
農
業
・
農
村
の
維
持
が
困
難
な
地
域
が
あ
る
。
 

 
 
こ
の
よ
う
な
中
で
、
更
に
農
業
生
産
の
増
大
と
生
産
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
土
地
の
有
効
利
用
を
基
本
と
し
つ
つ
、

意
欲
の
あ
る
認
定
農
業
者
等
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化
を
図
る
な
ど
土
地
利
用
型
農
業
の
規
模
拡
大
を
進
め
る
必
要

が
あ
る
。
 

 
 
こ
の
た
め
、
大
区
画
ほ
場
整
備
等
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
農
地
中
間
管
理
機
構
を
通
じ
た
、

農
作
業
の
受
委
託
を
含
め
た
幅
広
い
形
で
の
農
地
の
流
動
化
を
促
進
す
る
。
 

 
 
ま
た
、
農
地
の
利
用
改
善
及
び
農
家
の
経
営
改
善
等
を
促
進
す
る
た
め
、
地
域
の
農
業
生
産
条
件
等
を
考
慮
し
つ
つ
、

か
つ
需
要
に
応
じ
た
麦
・
大
豆
等
の
戦
略
作
物
の
作
付
の
団
地
化
を
進
め
、
農
地
の
高
度
利
用
及
び
不
作
付
地
の
解
消

に
努
め
る
。
 

  
 
さ
ら
に
、
集
落
営
農
組
織
の
育
成
に
よ
る
農
業
機
械
、
施
設
の
効
率
的
な
利
用
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
耕
種
農
家

と
畜
産
農
家
の
有
機
的
な
連
携
を
深
め
、
飼
料
生
産
ほ
場
へ
の
堆
肥
散
布
等
の
資
源
循
環
に
よ
る
地
力
の
維
持
増
進
に

努
め
る
。
 

 
 
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
た
目
標
と
す
べ
き
営
農
類
型
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

 【
個
別
経
営
体
】

 

番
号

 
営
 
農
 
類
 
型

 
生

 
 
産

 
 
規
 

 
模

 

１
 
水
稲
＋
大
豆
＋
麦
類
 

水
稲

1,
0
0
0a
、
大
豆

60
0
a、
麦
類

2,
0
0
0a
、
飼
料
用
米

40
0
a
 

２
 
イ
チ
ゴ
専
作
 

イ
チ
ゴ

6
0
a（
早
期

3
0a
、
普
通
期

30
a
）
 

３
 
青
ネ
ギ
専
作
 

青
ネ
ギ

1
8
0a
 

４
 
ナ
ス
専
作
 

ナ
ス

60
a
（
促
成
）
 

５
 
ト
マ
ト
専
作
 

ト
マ
ト

6
0
a（
促
成
）
 

６
 
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
専
作
 

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

80
a
（
半
促
成
）
 

７
 
コ
マ
ツ
ナ
専
作
 

コ
マ
ツ
ナ

20
0
a（
周
年
栽
培
）
 

８
 
リ
ー
フ
レ
タ
ス
専
作
 

リ
ー
フ
レ
タ
ス

1,
0
0
0a
（
秋
～
初
夏
出
し
）
 

９
 
キ
ク
専
作
 

輪
ギ
ク

8
0
a 
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１
０

 
草
花
専
作
 

ト
ル
コ
ギ
キ
ョ
ウ

3
0
a、
ス
ト
ッ
ク

1
0
a、
ア
ス
タ
ー

1
0a
、

 

シ
ン
テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ

10
a
、
ヒ
マ
ワ
リ

10
a 

１
１

 
ミ
カ
ン
専
作
 

温
州
ミ
カ
ン

3
5
0a
（
極
早
生

7
0
a
、
早
生

2
2
0
a、
普
通

6
0a
）

 

１
２

 
ミ
カ
ン
＋
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
 

温
州
ミ
カ
ン

2
4
0a
（
極
早
生

3
0
a
、
早
生

1
5
0
a、
普
通

6
0a
）

 

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ

6
0
a 

１
３

 
カ
キ
専
作
 

カ
キ

40
0
a 

１
４

 
酪
農
専
業
（
フ
リ
ー
ス
ト
ー
ル
方
式
）
 
経
産
牛

1
0
0
頭
、
イ
タ
リ
ア
ン
ラ
イ
グ
ラ
ス

95
0
a 

W
C
S
用
イ
ネ

2
,
2
00
a
、
稲
ワ
ラ

3
0
0a
 

１
５

 
肥
育
牛
専
業
（
高
品
質
牛
肉
生
産
）
 

肥
育
牛
（
黒
毛
和
種
）
3
0
0
頭

 

イ
タ
リ
ア
ン
ラ
イ
グ
ラ
ス

24
0
a
 
、

WC
S
用
イ
ネ

 
2
40
a 

１
６

 
茶
専
作
 

茶
8
0
0a
（
煎
茶

60
0
a、
か
ぶ
せ
茶
 
20
0
a）

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

【
集
落
営
農
法
人
】

 

番
号

 
営
 
農
 
類
 
型

 
生

 
 
産

 
 
規
 

 
模

 

１
 
水
稲
＋
大
豆
＋
麦
＋
施
設
野
菜

 
水
稲

1,
5
0
0a
、
大
豆

1,
4
0
0a
、
麦

2,
9
0
0a
、
イ
チ
ゴ

4
0
a 

２
 
水
稲
＋
大
豆
＋
麦
類

 
水
稲

2,
5
0
0a
、
大
豆

2,
5
0
0a
、
麦
類

5
,
00
0
a 

 ４４
  
農農
業業
のの
近近
代代
化化
のの
たた
めめ
のの
施施
設設
のの
整整
備備
にに
関関
すす
るる
事事
項項
（（
法法
第第
４４
条条
第第
２２
項項
第第
３３
号号
ニニ
））
 

 
 
本
県
の
農
業
生
産
を
担
う
農
業
就
業
人
口
は
、
高
齢
化
の
進
行
な
ど
に
よ
り
減
少
し
て
お
り
、
担
い
手
の
育
成
・
確

保
は
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
 

  
 
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
対
処
し
、
本
県
農
業
の
健
全
な
発
展
と
農
業
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
に
は
、
野
菜
、
果
樹
、

花
き
、
畜
産
の
振
興
と
と
も
に
、
米
中
心
の
土
地
利
用
型
農
業
に
お
い
て
は
、
収
益
性
の
高
い
園
芸
品
目
の
導
入
等
を

図
る
必
要
が
あ
る
。
 

  
 
こ
の
た
め
に
は
、
農
地
の
計
画
的
な
利
用
及
び
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
意
欲
あ
る
農
業
従

事
者
を
核
と
し
た
収
益
性
の
高
い
農
業
生
産
を
実
現
す
る
た
め
、
基
幹
的
な
共
同
利
用
施
設
や
高
性
能
農
業
機
械
等
を

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
計
画
的
に
導
入
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 
 

 
 
以
上
の
基
本
的
な
方
向
に
基
づ
く
本
県
に
お
け
る
整
備
の
基
本
的
な
方
針
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

（ （
１１
））
品品
目目
別別
のの
農農
業業
近近
代代
化化
施施
設設
のの
整整
備備
方方
針針
  

 
  
ア
 
米
・
麦
・
大
豆

 

 
 
 
 
ロ
ボ
ッ
ト
ト
ラ
ク
タ
ー
や
ロ
ボ
ッ
ト
コ
ン
バ
イ
ン
等
の
ス
マ
ー
ト
農
業
機
械
の
導
入
に
よ
る
省
力
化
や
、
大
規

模
乾
燥
調
製
施
設
の
機
能
向
上
・
整
備
を
進
め
る
。

 

 
 
イ
 
野
菜

 

 
 
 
 
露
地
野
菜
は
、
栽
培
管
理
に
必
要
な
移
植
機
や
乗
用
管
理
機
、
集
出
荷
に
必
要
な
袋
詰
め
機
や
予
冷
庫
等
の
導

入
に
よ
る
省
力
化
・
高
品
質
化
を
図
る
と
と
も
に
、
産
地
で
の
集
出
荷
施
設
等
の
整
備
を
図
る
。

 

 
 
 
 
い
ち
ご
や
な
す
、
ね
ぎ
、
み
ず
な
等
の
施
設
野
菜
は
、
ハ
ウ
ス
等
施
設
の
整
備
・
高
度
化
と
併
せ
て
ス
マ
ー
ト

農
業
技
術
を
導
入
し
、
経
営
の
高
度
化
・
省
力
化
を
図
る
と
と
も
に
、
産
地
で
の
集
出
荷
施
設
等
の
整
備
を
図
る
。 

 
 
ウ
 
果
樹

 

 
 
 
 
み
か
ん
、
か
き
、
ぶ
ど
う
、
な
し
、
い
ち
じ
く
等
の
果
樹
は
、
優
良
品
種
の
導
入
等
に
よ
り
消
費
者
に
求
め
ら

れ
る
果
実
の
生
産
を
振
興
す
る
。
そ
の
た
め
、
雨
よ
け
施
設
や
防
除
機
等
の
導
入
を
進
め
る
と
と
も
に
、
産
地
で
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の
集
出
荷
施
設
等
の
整
備
を
図
る
。

 

 
 
 
 
ま
た
、
急
傾
斜
地
を
含
め
た
園
地
や
農
道
等
を
対
象
に
基
盤
整
備
を
図
る
。

 

 
 
エ
 
花
き
・
花
木

 

 
 
 
 
電
照
菊
や
ト
ル
コ
ギ
キ
ョ
ウ
等
の
花
き
は
、
高
品
質
生
産
を
推
進
す
る
た
め
、
ハ
ウ
ス
等
施
設
の
高
度
化
を
図

る
。

 

 
 
 
 
ま
た
、
筑
後
北
部
に
お
け
る
苗
木
は
、
全
国
有
数
の
産
地
で
あ
り
、
か
ん
水
、
病
害
虫
防
除
等
の
省
力
機
械
・

施
設
の
導
入
及
び
育
苗
等
栽
培
管
理
に
お
け
る
合
理
化
を
進
め
る
。

 

 
 
オ
 
畜
産

 

 
 
 
 
酪
農
、
肉
用
牛
、
養
豚
及
び
養
鶏
は
、
省
力
・
省
エ
ネ
型
畜
舎
、
家
畜
排
せ
つ
物
の
適
正
処
理
施
設
、
高
付
加

価
値
化
の
た
め
の
畜
産
物
加
工
施
設
、
飼
料
自
給
率
の
向
上
及
び
コ
ス
ト
低
減
の
た
め
の
飼
料
作
物
生
産
機
械
・

施
設
な
ど
の
整
備
を
進
め
る
。

 

 
 
カ
 
茶

 

 
 
 
 
老
齢
樹
の
改
植
や
優
良
品
種
の
導
入
、
担
い
手
へ
の
優
良
茶
園
の
集
積
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
乗
用
管
理
機

や
乗
用
摘
採
機
等
の
導
入
、
加
工
施
設
等
の
整
備
を
促
進
し
品
質
向
上
や
省
力
化
を
図
る
。

 

 
 
キ
 
い
草

 

 
 
 
 
既
存
機
械
の
効
率
的
利
用
や
既
存
施
設
の
再
編
整
備
に
よ
り
、
収
量
・
品
質
の
向
上
を
図
る
。
 

（（
２２
））
広広
域域
整整
備備
のの
構構
想想
 

 
 
ア
 
米
・
麦
・
大
豆
の
乾
燥
調
製
施
設
 

 
 
 

  
米
・
麦
・
大
豆
の
生
産
性
の
向
上
、
品
質
の
改
善
及
び
出
荷
の
省
力
化
を
図
る
た
め
、
大
規
模
乾
燥
調
製
施
設

等
の
機
能
向
上
を
推
進
す
る
。

 

 
  
イ
 
野
菜
集
出
荷
基
幹
施
設
 

 
 
 

  
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
新
鮮
な
野
菜
を
安
定
的
に
供
給
す
る
た
め
、
カ
ラ
ー
選
別
選
果
機
等
を
導
入
し
た
集
出
荷

施
設
等
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
出
荷
調
製
の
省
力
化
の
た
め
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
セ
ン
タ
ー
等
の
条
件
整
備
を
行

う
。
 

  
  
ウ
 
果
実
の
集
出
荷
施
設
 

 
 

 
  
消
費
者
ニ
ー
ズ
の
高
い
品
質
の
よ
い
均
一
な
果
実
を
安
定
的
に
供
給
す
る
た
め
の
集
出
荷
施
設
や
出
荷
調
製

の
省
力
化
の
た
め
の
カ
ラ
ー
形
状
選
別
選
果
機
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
セ
ン
タ
ー
等
の
条
件
整
備
を
行
う
。

 

  
 エ

 
堆
肥
セ
ン
タ
ー
 

 
 
 

  
家
畜
排
せ
つ
物
の
適
正
処
理
と
堆
き
ゅ
う
肥
の
有
効
利
用
を
推
進
す
る
た
め
、
堆
肥
セ
ン
タ
ー
等
の
設
置
を
進

め
る
。
 

  
 オ

 
食
肉
・
食
鳥
処
理
施
設
 

 
 
 

  
畜
産
物
の
高
付
加
価
値
化
や
安
定
供
給
を
図
る
た
め
、
畜
産
物
処
理
加
工
施
設
等
の
整
備
を
行
う
。
 

  ５５
  
農農
業業
をを
担担
うう
べべ
きき
者者
のの
育育
成成
及及
びび
確確
保保
のの
たた
めめ
のの
施施
設設
のの
整整
備備
にに
関関
すす
るる
事事
項項
（（
法法
第第
４４
条条
第第
２２
項項
第第
３３
号号
ホホ
））

 

（（
１１
））
農農
業業
をを
担担
うう
べべ
きき
者者
のの
育育
成成
及及
びび
確確
保保
のの
たた
めめ
のの
施施
設設
のの
整整
備備
のの
方方
向向
 

 
 
 
農
業
の
持
続
的
な
発
展
を
図
る
た
め
に
は
、
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
を
行
う
担
い
手
を
育
成
し
、
こ
れ

ら
が
農
業
生
産
の
相
当
部
分
を
担
う
農
業
構
造
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
る
、
生
産
性
の
高
い
農
業
の
確
立
が
必
要
で

あ
る
。
 

 
 
 
こ
う
し
た
農
業
経
営
を
担
う
人
材
の
育
成
及
び
確
保
を
図
る
た
め
、
農
業
従
事
者
の
農
業
技
術
及
び
経
営
管
理
能

力
の
向
上
、
さ
ら
に
は
新
た
に
就
農
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
農
業
技
術
及
び
経
営
管
理
手
法
の
習
得
等
、
農
業
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経
営
の
高
度
化
や
就
農
の
促
進
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

 
 
 
ま
た
、
県
民
が
農
業
・
農
村
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
た
め
、
学
校
教
育
や
生
涯
学
習
に
お
け
る
農
業
に

関
す
る
学
習
の
充
実
、
市
民
農
園
等
農
業
体
験
の
機
会
の
充
実
が
図
ら
れ
る
施
設
の
整
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
も
必

要
で
あ
る
。
 

 
 
 
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
多
様
な
担
い
手
や
そ
の
家
族
が
快
適
で
安
全
な
生
活
環
境
を
享
受
で
き
る
よ
う
、
保
健
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
関
連
す
る
施
策
の
推
進
に
よ
り
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 
 

（（
２２
））
農農
業業
をを
担担
うう
べべ
きき
者者
のの
育育
成成
及及
びび
確確
保保
のの
たた
めめ
のの
施施
設設
のの
整整
備備
 

  
  

 
農
業
を
担
う
べ
き
者
の
育
成
・
確
保
の
た
め
、
関
係
機
関
や
生
産
者
組
織
等
と
連
携
し
、
施
策
を
展
開
す
る
。

 

  
  
 
普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
で
は
農
業
協
同
組
合
や
市
町
村
と
連
携
し
、
農
業
経
営
研
修
機
能
の
強
化
を
図
る
と
と
も

に
、
経
営
管
理
能
力
向
上
に
向
け
た
支
援
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
。
 

  
  

 
県
農
業
大
学
校
に
お
け
る
専
門
的
、
実
践
的
な
教
育
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
で
の
受
け
入
れ
体
制
の
整

備
を
促
進
し
、
新
規
就
農
者
の
確
保
・
定
着
を
進
め
る
。

 

ま
た
、
農
業
高
校
や
農
業
大
学
校
に
お
い
て
、
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
先
進
農
家
研
修
等
の
就
農
教

育
を
充
実
し
、
就
農
意
欲
の
喚
起
を
図
る
。

 

 
 
 
加
え
て
、
新
規
就
農
者
の
定
住
条
件
整
備
を
図
る
た
め
、
市
町
村
の
実
情
に
応
じ
て
居
住
施
設
が
整
備
さ
れ
る
よ

う
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
る
。
 

  
 
 
さ
ら
に
、
農
村
地
域
に
お
け
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
や
、
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
等
、
快
適
で
安
全
な
生

活
環
境
が
享
受
で
き
る
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
保
健
福
祉
に
関
す
る
計
画
と
の
連
携
を
図
る
。
 

（（
３３
））
農農
業業
をを
担担
うう
べべ
きき
者者
のの
育育
成成
及及
びび
確確
保保
のの
たた
めめ
のの
活活
動動
 

  
  

 
地
域
の
核
と
な
る
企
業
的
・
先
進
的
経
営
体
の
育
成
を
図
る
た
め
、
市
町
村
の
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
に
位
置
付

け
ら
れ
た
認
定
農
業
者
な
ど
意
欲
的
な
農
業
経
営
体
に
対
し
、
総
合
的
・
重
点
的
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
経
営
の

高
度
化
や
法
人
化
の
促
進
を
図
る
。
 

  
  

 
ま
た
、
農
業
経
営
参
画
の
促
進
や
多
彩
な
農
産
加
工
の
推
進
等
に
よ
る
女
性
農
業
者
の
育
成
や
、
高
齢
農
業
者
の

豊
富
な
技
術
や
知
識
を
発
揮
で
き
る
場
づ
く
り
等
の
活
動
を
通
じ
て
、
農
村
地
域
に
お
け
る
多
様
な
担
い
手
の
育
成

を
図
る
。
さ
ら
に
、
研
修
等
に
よ
り
、
農
村
女
性
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
・
資
質
の
向
上
を
図
る
。
 

 
 
 
新
規
就
農
者
の
確
保
及
び
育
成
に
つ
い
て
は
、
農
業
生
産
か
ら
生
活
関
連
ま
で
一
体
的
に
受
け
付
け
る
市
町
村
や

農
業
協
同
組
合
、
普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
等
に
よ
る
総
合
窓
口
の
開
設
を
進
め
、
技
術
・
経
営
研
修
、
農
地
確
保
、
資

金
調
達
、
施
設
取
得
等
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
就
農
支
援
体
制
の
構
築
を
図
る
。
 

 ６６
  
３３
にに
掲掲
げげ
るる
事事
項項
とと
相相
まま
っっ
てて
推推
進進
すす
るる
農農
業業
従従
事事
者者
のの
安安
定定
的的
なな
就就
業業
のの
促促
進進
にに
関関
すす
るる
事事
項項
（（
法法
第第
４４
条条
第第
２２

項項
第第
３３
号号
ヘヘ
））
 

（（
１１
））
農農
業業
従従
事事
者者
のの
安安
定定
的的
なな
就就
業業
のの
促促
進進
のの
目目
標標
 

 
 
 
本
県
に
お
け
る
販
売
農
家
の
就
業
形
態
を
み
る
と
、
農
業
所
得
を
従
と
す
る
第
２
種
兼
業
農
家
の
割
合
が
５
割
弱

を
占
め
、
農
外
所
得
の
重
要
性
は
高
い
。
 

  
  

  
こ
の
た
め
、
農
業
生
産
基
盤
整
備
事
業
等
の
計
画
的
、
総
合
的
な
推
進
等
を
通
じ
、
農
作
業
の
受
委
託
を
含
む
農

地
の
集
約
化
と
有
効
利
用
を
進
め
、
認
定
農
業
者
等
の
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
地
元
に
お
け
る
安
定
的
な
就
業
の

場
を
確
保
し
農
業
経
営
の
安
定
を
図
る
。
 

（（
２２
））
農農
村村
地地
域域
にに
おお
けけ
るる
就就
業業
機機
会会
のの
確確
保保
のの
たた
めめ
のの
構構
想想
 

  
  

  
上
記
（
１
）
の
目
標
を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り
農
村
地
域
に
お
け
る
就
業
機
会
の
確
保
を
図
る
。
 

 
  
ア
 
「
農
村
地
域
へ
の
産
業
の
導
入
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
６
年
法
律
第
１
１
２
号
）
」
等
に
基
づ
き
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計
画
的
な
企
業
誘
致
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
特
産
物
を
利
用
し
た
農
産
物
加
工
販
売
施
設
や
地
域
資
源
を
活
か

し
た
観
光
農
園
の
設
置
及
び
地
場
産
業
の
振
興
に
よ
る
地
域
内
雇
用
を
促
進
し
、
農
業
従
事
者
の
安
定
的
な
就
業

機
会
の
確
保
を
図
る
。
 

  
  

  
  
な
お
、
企
業
誘
致
等
に
あ
た
っ
て
は
、
優
良
農
用
地
の
確
保
に
留
意
し
つ
つ
農
用
地
利
用
計
画
と
の
整
合
に
留

意
す
る
。
 

 
  
イ
 
農
業
以
外
の
産
業
へ
の
就
業
を
希
望
す
る
農
業
従
事
者
に
つ
い
て
は
、
地
元
に
お
け
る
安
定
就
業
の
促
進
及
び

若
年
層
の
地
元
定
着
化
を
重
点
的
に
推
進
す
る
。
こ
の
た
め
、
職
業
能
力
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
の
産

業
・
雇
用
に
関
す
る
情
報
を
企
業
、
農
業
従
事
者
等
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
な
ど
、
き
め
細
か
な
職
業
相
談
等

の
実
施
に
よ
り
就
業
を
促
進
す
る
。
 

 ７７
  
農農
業業
構構
造造
のの
改改
善善
をを
図図
るる
ここ
とと
をを
目目
的的
とと
すす
るる
主主
とと
しし
てて
農農
業業
従従
事事
者者
のの
良良
好好
なな
生生
活活
環環
境境
をを
確確
保保
すす
るる
たた
めめ
のの

施施
設設
のの
整整
備備
にに
関関
すす
るる
事事
項項
（（
法法
第第
４４
条条
第第
２２
項項
第第
３３
号号
トト
））
 

（ （
１１
））
生生
活活
環環
境境
施施
設設
のの
整整
備備
のの
必必
要要
性性
 

 
 
 
本
県
の
農
村
部
で
は
、
高
齢
化
の
進
行
あ
る
い
は
混
住
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
従
来
農
村
地
域
が
も
っ
て
い
た
農
地
・

水
路
等
の
地
域
資
源
の
維
持
管
理
機
能
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機
能
の
低
下
が
み
ら
れ
る
。
 

 
  
 
一
方
、
近
年
に
お
け
る
農
村
の
生
活
様
式
は
、
所
得
水
準
の
向
上
を
は
じ
め
、
都
市
化
や
情
報
化
の
進
展
等
に
よ

り
、
高
度
化
、
多
様
化
し
て
い
る
が
、
生
活
環
境
施
設
の
整
備
の
面
で
は
都
市
部
に
比
べ
る
と
未
だ
立
ち
遅
れ
て
い

る
。
 

 
 
 
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
農
村
が
将
来
に
わ
た
り
農
業
生
産
の
場
と
し
て
発
展
し
、
ま
た
、
生
活
の
場
と
し
て
安
定

し
た
日
常
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
農
業
生
産
面
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
環
境
や
自
然

環
境
等
の
面
を
含
め
て
総
合
的
な
居
住
空
間
と
し
て
一
体
的
な
整
備
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
 

（（
２２
））
生生
活活
環環
境境
施施
設設
のの
整整
備備
のの
構構
想想
 

 
 
 
計
画
の
対
象
と
す
る
施
設
は
、
整
備
の
緊
急
度
の
高
い
も
の
と
し
、
規
模
、
位
置
に
つ
い
て
は
利
用
見
込
み
人
口

を
加
味
し
、
類
似
施
設
と
の
機
能
分
担
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
適
切
か
つ
効
率
的
な
利
用
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
施
設
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
非
農
家
を
含
む
農
村
地
域
住
民
の
自
主
性
と
創
意
や
、
地
域
の
特
色
及
び
景
観

に
配
慮
し
な
が
ら
、
集
会
施
設
、
農
村
公
園
、
農
村
広
場
等
の
生
活
環
境
施
設
の
整
備
を
進
め
、
意
欲
あ
る
担
い

手
と
兼
業
農
家
等
と
の
間
の
連
帯
感
の
醸
成
を
図
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
地
域
に
お
け
る
定
住
条
件
の
整
備
及
び

農
業
後
継
者
の
確
保
に
も
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
る
。
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の通知があったので、同条第14項の規定により、次のとおり公表する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　藤　山　泰　三　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　春日市天神山七丁目141番１から141番13まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

福岡市南区大楠二丁目９番25号

エステートホームズ株式会社

代表取締役　森　伸太郎

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　太宰府市国分三丁目584番10及び584番13から584番46まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

大野城市御笠川四丁目４番16号

株式会社東部興産

代表取締役　白石　武士

　監査公表第14号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した財政的援助団

体等監査の結果（令和４年２月14日３監総第596号）に基づき、知事から措置を講じた旨
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４
人

政
第

８
４

６
号
 

令
和

４
年

８
月

２
３

日
 

   
 
福

岡
県

監
査

委
員

 
 

藤
 

山
 

泰
 

三
 

殿
 

 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世
 

利
 

洋
 

介
 
 
殿

 

 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
森

 
 

 
行

 
一

 
殿

 

 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
 

島
 

道
 

人
 

殿
 

  

福
岡

県
知

事
 

服
部

 
誠

太
郎

 

  

監
査

の
結

果
に

係
る

措
置

に
つ

い
て

（
通

知
）

 

  

令
和

４
年

２
月

１
４

日
３

監
総

第
５

９
６

号
の
監

査
結

果
の

報
告

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

講
じ

た
措

置

に
つ

い
て

通
知

し
ま

す
。

 

 

記
 

  
 

注
意

事
項

 

所
管

部
局

名
 

監
査

の
結

果
 

講
じ

た
措

置
の

内
容

 

 人
づ

く
り

・
 

県
民

生
活

部
 

 
取

得
価

額
1
0
万

円
以

上
の

物

品
に

つ
い

て
、

台
帳

に
基

づ
き

、

ラ
ベ

ル
を

貼
付

し
実

査
に

よ
る

現
物

確
認

を
す

べ
き

と
こ

ろ
、
行

っ
て

い
な

か
っ

た
。

 

令
和

３
年

1
2
月

に
確

認
作

業
を

完
了

し
、

廃
棄

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

さ
れ

た
物

品
に

つ
い

て
は

資
産

台
帳

か
ら

削
除

し
た

。
 

ま
た

、
令

和
４

年
３

月
に

資
産

管
理

の

ル
ー

ル
を

明
確

化
し

、
物

品
の

取
得

・
廃

棄
・

設
置

場
所

の
移

動
等

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
そ

の
都

度
、

登
録

変
更

の
た

め
の

申
請

書
を

財
務

担
当

部
署

に
提

出
さ

せ
、

当
該

部
署

で
情

報
を

集
約

し
資

産
台

帳
を

更
新

す
る

こ
と

と
し

た
。

そ
の

上
で

、
毎

年
、

更
新

し
た

資
産

台
帳

と
現

物
と

の
照

合
を

行
う

こ
と

と
し

た
。

 

さ
ら

に
、

上
記

資
産

管
理

の
ル

ー
ル

に

つ
い

て
、

毎
年

度
、

現
物

確
認

時
に

全
職

員
に

周
知

を
行

い
、

当
該

ル
ー

ル
の

遵
守

を
徹

底
さ

せ
る

こ
と

と
し

た
。
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令和４年10月26日（水曜日）
午前９時00分から午後５時00
分まで

福岡市西区姪の浜一丁目１番67
号
姪浜ドライビングスクール

普通免許

令和４年10月27日（木曜日）
午前９時00分から午後５時00
分まで

大野城市下大利三丁目２番20号
南福岡自動車学校

中型、普通及び普通
二種免許

５　審査の申請手続及び受付期間

　⑴　審査の申請手続

　　ア　提出書類

　　　○　審査申請書（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦

３センチメートル、横2.4センチメートルの写真を貼付したもの）

　　　○　審査自動車を運転することができる運転免許証（仮運転免許証を除く。）両

面の写し

　　　○　次の表に掲げる審査手数料（福岡県領収証紙によること。）

審査に係る運転免許の種類 審査手数料

大型免許、中型免許及び準中型免許 14,550円

普通免許 11,850円

大型二輪免許、普通二輪免許、大型特殊免許及び牽引免許 9,650円

大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許 12,450円

　　　○　規則第17条及び附則による審査細目の一部を免除される者に該当する場合は

、これを証明する書面

　　　　※　審査申請書は、福岡県警察本部交通部運転免許試験課で交付する。

　　　　　　郵便により審査申請書を請求する場合は、宛先及び郵便番号を明記し、84

円切手を貼付した返信用封筒を必ず同封すること。

　　　　※　審査申請書を受理した後は、理由の如何にかかわらず審査手数料の返還は

行わない。

　　イ　提出先

　　　　福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係

　　　※　郵送による審査申請を行う場合は、必ず郵便書留によること。

福岡県公安委員会告示第216号 

　道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第99条の３第４項第１号イ

の規定に基づき、教習指導員審査を実施するので、技能検定員審査等に関する規則（平

成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第10条第２項の規定により

、次のように公示する。

　　令和４年９月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　審査の種類

　　教習指導員審査

２　審査に係る運転免許の種類

　　法第84条第３項及び第４項に規定する運転免許の種類とする。

　　ただし、小型特殊免許、原付免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許を除く

。

３　審査の方法

規則第12条に規定する審査方法によって実施する。

４　審査の実施年月日時、場所等

日　　　　　時 項目 場　　　　　　　所 審査種別

令和４年10月17日（月曜日）
午前９時00分から午後３時00
分まで

知識 福岡市中央区天神四丁目４番27
号
ベストアメニティ天神ビル
福岡県指定自動車学校協会

令和４年10月18日（火曜日）
午前９時00分から午後３時00
分まで

令和４年10月24日（月曜日）
午前９時00分から午後５時00
分まで

筑後市大字久富1133番地
筑後自動車学校

大型、準中型、大型
特殊、牽引、大型第
二種及び中型第二種
免許

令和４年10月25日（火曜日）
午前９時00分から午後５時00
分まで

技能 福岡市南区花畑四丁目８番１号
マイマイスクール花畑

大型二輪及び普通二
輪免許



28
第

33
1 

号
令

和
４

年
９

月
９

日
　

金
曜

日

採用職種
（区分）

採用
予定数 職　務　内　容 採用時勤務予定場所

児童福祉
※職務経験者対象 ７名

児童の福祉に関する相談に応じ、専門的
な知識や技術によって調査や指導等を行
う児童福祉司の業務

児童相談所

心理判定員
※職務経験者対象 ７名 心理判定、心理療法及び相談・指導等の

業務 児童相談所等

　（注１）採用予定数は変更になる場合があります。

　（注２）選考試験（後期）において、上記以外の職種の試験を実施する場合は、10月

上旬にホームページでお知らせします。

２　受験資格

採用職種
（区分） 受　験　資　格

児童福祉
※職務経験者対象

児童福祉司の任用資格を有する者又は
令和５年３月までに資格を取得する見
込みの者で、令和４年９月末日におい
て、社会福祉士及び介護福祉士法第７
条第４号又は精神保健福祉士法第７条
第４号の厚生労働省令で定める施設に
おける相談援助業務の実務経験を５年
以上有する者 昭和38年４月２日

以降に生まれた者
日本国籍を
有する者

心理判定員
※職務経験者対象

大学において、心理学を専修する学科
若しくはこれに相当する課程を修めて
卒業した者又はこれと同等以上の能力
を有する者で、令和４年９月末日にお
いて、公認心理師法第７条第２号の文
部科学省令・厚生労働省令で定める施
設における心理判定・心理療法等業務
の実務経験を５年以上有する者

（注）この試験を受験できない者

　　　　地方公務員法第16条に該当する者

３　試験の期日、場所等

試験種目 試験の期日 試験の場所

第１次試験 専門試験
論文試験

令和４年11月13日
（日）

【福岡会場】
福岡県吉塚合同庁舎（福岡市博多区吉
塚本町13−50）

　⑵　受付期間

　　ア　審査申請の受付期間は、公示の日から令和４年10月６日（木曜日）まで（福岡

県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）に規定する県の休日を除く

。）の午前８時30分から午後５時15分までとする。

　　イ　郵送による審査申請の申込みは、公示の日から令和４年10月５日（水曜日）ま

での消印があるものを有効とする。

６　その他

　⑴　審査を受ける際は、自動車運転免許証（仮運転免許証を除く。）を携帯しておく

こと。

　⑵　第二種免許に係る審査を受審する者は、当該第二種免許に対応する第一種免許に

係る教習指導員資格者証を受けていること。

　⑶　審査に合格した者に対しては、教習指導員審査合格証明書を交付する。

　⑷　審査に合格した者であっても、法第99条の３第４項第２号イからハまでのいずれ

かに該当する者は、教習指導員資格者証の交付を受けることはできない。

　⑸　審査手続等の問合せは、福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係に対して

行うこと。

　　　　　　　　　　　連 絡 先　福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係　　

　　　　　　　　　　　郵便番号　811−1392

　　　　　　　　　　　所 在 地　福岡市南区花畑四丁目７番１号

　　　　　　　　　　　電話番号　092−566−2892

　福岡県公告式条例（昭和25年福岡県条例第46号）第５条第１項において準用する同条

例第２条第２項ただし書の規定により掲示したものを、ここに再掲する。

　公告

　福岡県職員採用選考試験（後期）を次のとおり実施する。

　　令和４年９月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県人事委員会委員長　　山　口　幸　雄　　

１　採用職種（区分）、採用予定数、職務内容及び採用時勤務予定場所
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　　　※福岡県職員採用試験のホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/

contents/saiyo.html）

７　申込書の配布場所

　　ア　福岡県庁内

・　人事委員会事務局任用課

・　県庁１階総合案内・県民情報センター

イ　出先機関等

・　東京・大阪の各福岡県事務所

・　アクロス福岡２階文化観光情報ひろば

・　県内各地の福岡県総合庁舎　等

　　　　なお、福岡県のホームページから申込書の様式をダウンロードすることもでき

ます。

８　その他

　　この試験についての詳しいことは、福岡県人事委員会事務局任用課へお尋ねくださ

い。

　　　　〒812−8577　福岡市博多区東公園７−７

　　　　ＴＥＬ　092−643−3956

　　　　ＦＡＸ　092−643−3960

　　　　電子メール　saiyo@pref.fukuoka.lg.jp

【東京会場】
全国町村会館（東京都千代田区永田町
１−11−35）

第２次試験 人物試験
受験資格等の調査 令和４年12月上旬 福岡県吉塚合同庁舎、福岡県福岡西総

合庁舎

４　合格者の発表

時　期 発　表　方　法

第１次合格者発表 令和４年11月下旬 福岡県人事委員会事務局前廊下に合格者の受験番号
を掲示するとともに、合格者に郵便で通知します。最終合格者発表 令和４年12月下旬

　（注）合格者に郵送する合格通知は、郵便事故などのため延着、不着となる場合もあ

りますので、掲示場所等で確認してください。

５　採用予定時期

　　合格者の採用は、原則として令和５年４月１日以降の予定です。

６　受験手続

　⑴　受付期間

　　　令和４年10月11日（火）から同年10月21日（金）まで

　　　（申込書持参の場合、午前９時から午後５時まで。ただし、土曜、日曜及び祝日

を除く。）

　　　なお、郵送の場合は、10月21日（金）までの消印のあるものを受け付けます。

　　　【インターネットでの受付期間は、10月11日（火）～10月18日（火）】

　⑵　申込方法

　　　「福岡県職員職務経験者採用選考試験申込書」に必要事項を記入し、福岡県人事

委員会事務局に持参するか、郵送してください。

　　　なお、郵便で申し込む場合は、申込書を封筒に入れて、封筒の表に「選考受験」

と朱書きし、必ず簡易書留郵便で送ってください。前記によらない方法で郵送した

場合の事故は責任を負いません。

　　　なお、締切間近の申込書の郵送は速達でお願いします。

　　　インターネットでも申込ができます。詳しくは、福岡県のホームページの「福岡

県職員採用試験」にアクセスするか、職員採用試験案内をご覧ください。


